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第１章 総 則

第１節 計画の目的

石油コンビナート等特別防災区域（以下「特別防災区域」という。）においては、大量の石油、高圧

ガス等が種々の装置、設備、施設等により貯蔵され、また取り扱われており、火災、爆発、漏えい若

しくは流出その他の事故又は東海地震、南海トラフ地震をはじめとする地震、津波その他の異常な自

然現象により重大な災害が発生するおそれがある。

この計画は、石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。）第

31条の規定に基づき、特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等に関する総合的な防災対策の

推進を図り、もって特別防災区域に係る災害から県民の生命、身体及び財産を守ることを目的とする。

第２節 計画の性格

１ この計画は、大規模地震対策特別措置法（以下「大震法」という。）第６条第１項の規定に基づ

く東海地震に関する地震防災強化計画及び南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法（以下「南海トラフ特措法」という。）第５条第１項の規定に基づく南海トラフ地震に関

する地震防災対策推進計画を含むものであり、特別防災区域に係る災害の防止に関し、特定事業者、

国、県、市及びその他の防災関係機関等が実施すべき防災業務とその責任を明確にし、かつ、これ

らの関係機関相互の緊密な連携調整を図るために必要な基本的事項を定めた総合的な計画である。

２ この計画は、災害対策基本法に基づく静岡県地域防災計画とともに本県の防災対策の根幹をな

すものである。

３ この計画は、毎年検討を加え、必要があると認められるときはこれを修正する。

４ この計画は、静岡県地域防災計画及び静岡市地域防災計画と調整が図られており、特別防災区

域に係る防災対策について、この計画に定めのない事項は災害対策基本法第10条及び石災法第32

条の規定により、災害の状況に応じ静岡県地域防災計画及び静岡市地域防災計画を準用し、必要な

対策を実施する。
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第３節 基本方針

この計画においては、本県の石油コンビナート地区の立地環境の特殊性を考慮し、特別防災区域に

係る災害が周辺地域に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、特定事業者をはじめ、防災関係機

関はその果たすべき責務を十分認識し、次の基本方針に沿って防災体制の確立及び災害の予防並びに

災害が発生した場合の応急対策に万全を期するものとする。

１ 災害の防御にあたっては県民の安全対策を最優先する。

２ 特別防災区域内に係る災害の態様、発生の可能性等について、防災関係機関等において共通の

認識をもち、災害の予防及び応急対策の推進を図る。

３ 災害防止に対する第一次的責任を有する特定事業者は、当該事業所における防災対策の強化と

事業所相互間の協力体制を確立し、災害の発生及び拡大の防止を図る。

４ 防災関係機関等の業務、役割及び相互連携を明確にし、一体となった防災対策の推進を図る。

第４節 特別防災区域の範囲

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令（昭和51年政令第192号）及び同政令別表に規定

する主務大臣の定める区域を定める告示（昭和51年通商産業省・自治省告示第１号）により指定され

ている。県内の特別防災区域は次のとおりである。

清水地区

静岡県静岡市清水区横砂南町１番及び２番、清水区横砂 2252 番１から 2252 番３まで及び2252 番

11 から 2252 番 13 まで、清水区愛染町２番１から49番２まで並びに清水区袖師町1180 番から1189

番まで、1195番から1199番４まで、1209番から1248番まで、1308番から1323番まで、1354番から

1397番まで、1402番から1496番５まで、1506番から1575番 67まで、1877番 12から1877番 66ま

で、1900番から1972番までの区域
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第５節 特別防災区域の概況

清水地区

１ 地勢

この地区は県のほぼ中央部、奥駿河湾に位置する清水港の北側にあり、高圧ガス製造施設、ガ

ス工作物、危険物の貯蔵タンク（油槽所）等の施設が存在している、面積約113.8 万ｍ２の臨海

工業地帯である。

２ 地質

この区域は、清水港北岸の袖師から興津に至る狭い海岸平地でおおむね海抜５ｍ内外の礫混じ

りの砂州からなっており、臨海部の埋立地は液状化現象が発生する可能性がある地質である。

３ 特定事業所の概況 令和３年４月１日

地区名
区域面積

（万ｍ２）

貯蔵・取扱・処理量

石油

千ｋl

高圧ガス

千Ｎｍ３

その他の危険物

千ｋｌ

その他のガス

千Ｎｍ３

その他

千ｔ

清水地区 約113.8 733.0 1,866.3 45.5 670.3 0.8

特定事業所数

総 数
第１種事業所

（内レイアウト規制対象）
第２種事業所

12
３

（０）
９
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清水地区石油コンビナート等特別防災区域

特別防災区域
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第６節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大網

１ 県

県は特別防災区域における県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、次の事項につ

いて必要な施策を講じる。

（１）石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）の運営

（２）県庁内防災組織の整備

（３）市及びその他防災関係機関の防災事務又は業務に係る総合調整

（４）総合防災訓練の実施に係る企画・調整、支援及び事業所防災訓練に係る指導

（５）災害情報の収集、伝達及び災害原因、被害状況等の調査

（６）災害広報

（７）緊急消防援助隊の派遣要請

（８）自衛隊の派遣要請

（９）被災者の援助及び救援物資の備蓄、調達

（10）泡消火薬剤、油処理剤等必要な資機材の備蓄、調達、あっせん

（11）特定事業所の防災に関する指導

（12）防災に関する調査研究

（13）災害復旧対策

（14）その他必要な応急対策

２ 県警察

県警察は、特別防災区域における災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、災害に係る

被害の発生及び拡大を防止し、防災活動の円滑な実行を支援するため、次の事項について必要な

施策を講じる。

（１）情報の収集・伝達及び被害状況、災害原因等の調査

（２）災害の広報

（３）避難の指示、勧告及び誘導

（４）被災者の救出及び救護

（５）避難及び緊急輸送車両の交通確保のための交通規制の実施

（６）警戒区域の設定及び被災地の警戒警備

３ 市

市は、住民に対しての防災上の第一次的責務を有する基礎的な地方公共団体として、特別防災

区域に係る災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、特定事業者の行うべき災害予防

対策及び災害時における防災活動について必要な指導、指揮を行うとともに、消火その他防災活

動を行うため、次の事項について必要な施策を講じる。

（１）石油コンビナート等現地防災本部（以下「現地本部」という。）の運営

（２）市庁内防災組織の整備
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（３）防災訓練の実施、運営及び事業所防災訓練に係る指導・支援

（４）災害情報の収集、伝達及び災害原因、被害状況等の調査

（５）消火その他防災活動の実施

（６）自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織の育成指導並びに災害時における指揮、

指導、監督

（７）警戒区域の設定

（８）災害広報

（９）避難の勧告、指示及び誘導

（10）被災者の救助及び救護並びに救援物資の供給及び調達

（11）災害に伴う環境汚染及び公害防止対策に関する監視・指導

（12）泡消火薬剤、油処理剤等必要な資機材の備蓄、調達

（13）特定事業所の防災に関する指導

（14）高圧ガス施設の保安管理に係る助言及び指導又は立入検査

（15）危険物施設の保安管理に係る助言及び指導又は立入検査

（16）防災施設の整備

（17）防災に関する調査研究

（18）その他必要な応急対策

４ 特定地方行政機関等

特定地方行政機関は、特別防災区域に係る県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、

防災関係機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び市の活動が円滑に行われる

よう勧告、指導、助言等を行う。

（１）関東管区警察局

ア 管区内各警察の災害警備活動及び相互援助の指導・調整

イ 他管区警察局及び警察庁との連携

ウ 管区内防災関係機関との連携

エ 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集並びに報告連絡

オ 警察通信の確保及び統制

カ 津波警報の伝達

（２）静岡労働局

ア 事業所における労働災害防止の指導、監督

イ 災害発生時における労働災害調査

ウ 災害救助法が適用された場合、被災事業所に対する労災保険料の延納措置

エ 業務上被災労働者に対する労災保険の給付

（３）関東東北産業保安監督部及び関東経済産業局

ア 第一種事業所の新設等届出に係る現地調査及び工事完了後の確認

イ 特定事業所に対する立入検査
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ウ 電気・ガス等施設の保安に関する指導、監督及び事故発生時の調査

エ 生活必需品、復旧資機材等防災関係機関物資の円滑な供給確保

オ 商工鉱業の事業者の事業の正常な運営の確保

カ 被災中小企業の振興

（４）中部近畿産業保安監督部

電気施設の保安に関する指導、監督及び事故発生時の調査

（５）中部地方整備局

（港湾関係）

ア 地震、津波、高潮、波浪及び浸食から港湾及び地域住民の生命、財産等を保護するための

港湾施設の整備及び助言

イ 震災時の緊急物資及び人員輸送用岸壁等所管施設の耐震性の確保

ウ 港湾施設等の被災に際し、必要に応じて行う総合的な応急対策及び応急復旧並びに助言

エ 海上の流出油災害に対する除去等の措置

（道路関係）

オ 緊急輸送の確保に関する助言

カ 管轄する道路施設についての災害予防、災害応急対策及び災害復旧工事の実施

（６）第三管区海上保安本部（清水海上保安部）

ア 海上における情報の収集・伝達及び災害原因、被害状況の調査

イ 被災船舶乗組員の救出

ウ 消火活動及び流出油防除活動についての特定事業所等の指揮、監督

エ 被害拡大防止措置の実施

オ 海上警戒区域の設定及び警戒の実施

カ 海上交通規制の実施・避難勧告及び被災船舶の処分、曳航命令

キ 災害時における海上緊急輸送

ク 海上災害に関する広報

（７）中部運輸局

ア 災害時における海上応急輸送のための民間船舶への協力要請

イ 船舶港湾荷役施設、倉庫及び造船所等の被害状況

（８）東京管区気象台（静岡地方気象台）

ア 気象、高潮、波浪等の予報及び警報等の発表並びに気象情報の発表

イ 気象庁が発表する地震動警報（緊急地震速報）、津波警報、津波注意報、津波予報及び地震・

津波情報の通報

ウ 気象庁が発表する噴火警報、噴火予報の通報

エ 気象庁が発表する東海地震又は南海トラフ地震に関連する情報の通報
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５ 自衛隊

（１）要請に基づく出動の場合

自衛隊は災害派遣要請者からの要請に基づき次の救援活動を実施するものとする。

ア 被害情報の収集及び必要により防災活動機関に対する通報

イ 被災者の救出及び救急の支援

ウ 避難、炊き出し、給水等の支援

エ 消防活動等防災活動の支援

オ 道路等の応急啓開

カ 人員、救助物資及び防災資機材等の緊急輸送の支援

キ 通信の支援

ク 特に要請に基づく危険な物件の除去

（２）自主的に出動する場合

災害の発生が予想される場合、又は突発的な災害によりその救援が特に緊急を要すると認め

られ、かつ、災害派遣要請者からの要請を受けるいとまがない場合に自らの判断で災害派遣を

実施することがある。この際、災害派遣要請者は、すみやかに要請の措置をとるともに自衛隊

の活動内容等について災害派遣命令者と協議するものとする。

６ 関係公共機関

（１）東海旅客鉄道㈱

ア 鉄道防災設備の整備

イ 災害対策に必要な物資及び人員輸送の確保

ウ 災害時の応急輸送対策

エ 被災施設の調査及び復旧

（２）日本赤十字社静岡県支部

災害時における医療助産その他救助の実施

７ 特定事業者

特定事業者は、災害の発生及び拡大の防止について第一次的責任を有し平素から災害予防対策

の確立を図るとともに災害時には災害応急措置を実施し、防災関係機関及び防災関係団体の防災

活動に積極的に協力するほか、次に掲げる事項を実施する。

（１）関係法令及び行政指導基準に基づく関係施設等の安全管理の徹底

（２）自衛防災組織の設置・整備

（３）特定防災施設等、防災資機材等の充実強化

（４）防災教育及び防災訓練の励行

（５）災害時における防御活動の実施

（６）特別防災区域協議会の整備

（７）相互応援体制の確立
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（８）共同防災組織の設置・整備

（９）広域共同防災組織の設置・整備

８ 防災関係団体

清水地区石油コンビナート等特別防災区域協議会（以下「特別防災区域協議会」という。）

（１）特別防災区域の災害の発生又は拡大の防止に関する自主活動基準の作成

（２）危険物、高圧ガス等による災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究

（３）特定事業所の職員に対する災害発生又は拡大の防止に関する教育の共同実施

（４）共同防災訓練の実施

（５）その他協議会の目的達成に必要な業務の実施

９ その他

（１）静岡県沿岸排出油等防除協議会

ア 排出油等の防除に関する計画の策定

イ 排出油等の防除に必要な施設、資機材の整備の推進

ウ 排出油等の防除に関する研修及び訓練

エ 排出油等の防除活動の実施の推進

オ その他排出油等の防除に関する重要事項の協議

（２）海上災害防止センター

ア 海上保安部の指示による流出油の防除活動の実施

イ 船舶所有者等の委託による油流出の防除及び消防艇による消火並びに延焼の防止活動の実

施

ウ 油回収船、機械器具、オイルフェンス、その他船舶等の整備及び船舶所有者への援助の実

施

エ 海上防災のための措置に関する訓練

（３）清水港石油災害防止会

ア 危険物の取扱い、管理技術の研究

イ 輸送船積揚荷作業の安全基準の整備、改善

ウ 防災施設、防災資機材の整備拡充

エ 港内安全運航の推進

オ その他石油災害防止に関し必要な事項の実施
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第２章 防 災 組 織

第１節 防災本部

防災本部は、特別防災区域に係る災害の未然防止及び拡大防止を図るため、防災計画の作成等石災

法第27条第３項に規定する事務をつかさどるとともに、災害が発生し、又は発生するおそれのある場

合においては、その規模、態様に応じ現地本部を設置し、総合的な防止活動を実施するものである。

なお、防災本部の運営等については、「静岡県石油コンビナート等防災本部条例」及び「静岡県石油

コンビナート等防災本部運営要領」によるものとする。

１ 組織

防災本部は、特別防災区域に係る防災に関し、県、特定地方行政機関、市、特定事業者等が一

体となって総合的かつ計画的に推進するため、次の本部員等で構成する。（図 ２－１）

（１）防災本部は、本部長（知事）及び本部員をもって組織する。

（２）本部長に事故等があるときは、副知事、危機管理監の順にその職務を代理する。

（３）条例に定めるところにより、防災本部に幹事を置く。幹事は本部員の属する機関のうちから

知事が任命する。

２ 所掌事務

（１）石油コンビナート等防災計画の作成とその実施を推進すること。

（２）防災に関する調査研究を推進すること。

（３）防災に関する情報を収集、伝達すること。

（４）災害が発生した場合において、防災関係機関等が実施する災害応急対策及び災害復旧に係る

連絡調整を行うこと。

（５）現地本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行うこと。

（６）災害が発生した場合において、国の行政機関（関係特定地方行政機関を除く。）及び他の都道

府県との調整を行うこと。

（７）総務省消防庁職員の派遣を要請すること。

（８）その他特別防災区域に係る防災に関する重要事項の実施を推進すること。

３ 県災害対策本部との連携

東海地震、南海トラフ地震等広域災害発生時において、特別防災区域外の防災活動と連携の必

要があると本部長が認めたときは、県災害対策本部と一体となった防災本部組織の運用を図るも

のとする。

４ 事務局

事務局は危機管理部消防保安課職員をもって構成する。
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図 ２－１ 防災本部員の構成

本
部
長
（
知
事
）

特定地方

行政機関

関東管区警察局広域調整部長

関東東北産業保安監督部長

中部地方整備局長

清水海上保安部長

静岡労働局長

自衛隊 陸上自衛隊第34普通科連隊長

警察 静岡県警察本部長

県

副知事

危機管理監

知事戦略局長

危機管理部長

くらし・環境部長

健康福祉部長

経済産業部長

交通基盤部長

企業局長

清水港管理局長

市 静岡市長

消防機関 静岡市消防局長

特定事業者
清水地区石油コンビナート等特別防災区域協議会 会長

清水地区石油コンビナート等特別防災区域協議会 副会長

その他

中部運輸局静岡運輸支局次長

静岡地方気象台長

東海旅客鉄道㈱静岡支社長

日本赤十字社静岡県支部事務局長
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第２節 現地本部

特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災本部の指示を受

け、被害情報等の収集・伝達及び緊急かつ総合的な防御活動に係る各種調整等を実施する。

１ 設置基準

本部長が特に必要と認めたときに設置する。また、市長は、次の基準に基づき、現地本部を設

置できるものとする。この場合において、現地本部は防災本部長が設置したものとみなす。

（１）自然災害

ア 大震法第９条による「警戒宣言」が発令されたとき

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたとき

ウ 市内で震度５強以上の地震を観測したとき

エ 気象庁が静岡県予報区に津波警報を発表したとき

（２）事故災害

ア 事業所において火災、爆発等が発生し、当該事業所又は共同防災組織及び消防機関では対

応が困難な場合

イ 事業所において火災、爆発等が発生し、災害規模が拡大するおそれがある場合

ウ 事業所の周辺に災害が発生し、事業所等に災害が拡大するおそれがある場合

２ 組織

現地本部は、現地本部長及び現地本部員等をもって組織する。

図 ２－２ 現地本部組織及び事務局

現
地
本
部
長
（
市
長
）

現
地
本
部
員

市危機管理総室

市消防局

現
地
調
整
所

清水海上保安部

県警察本部

県清水港管理局

特定事業所代表

事
務
局

市危機管理総室の職員

県消防保安課の職員

特定事業所の職員
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３ 設置場所

（１）現地本部

静岡市災害対策（地震災害警戒）本部を設置する場所に設置

（２）現地調整所

現地本部長は、情報の収集及び伝達を迅速かつ円滑に行うため特に必要と認める時は、現地

調整所を置くことができる。現地調整所の設置場所は、原則として共同防災センター（清水区

横砂2252-2）とする。

４ 所掌事務

（１）情報の収集及び防災本部への報告並びに防災関係機関への伝達

（２）防災関係機関等が実施する災害応急対策に係る連絡調整

（３）防災関係機関等の相互の連絡調整

（４）災害応急対策及び災害復旧に関して必要な事項の実施

５ 現地本部廃止

当該災害の応急対策が概ね完了した時点で、現地本部長の意見を聴き防災本部長が廃止する。

第３節 防災関係機関の活動体制

１ 防災組織の確立

（１）防災関係機関は、特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、直ち

にこの計画に基づき災害予防及び応急対策活動が強力かつ円滑に遂行できるよう、あらかじめ

防災組織を確立しておくものとする。

（２）防災関係機関は、次の配備区分に準じその防災体制を執り、それぞれの防災活動に十分な要

員を配備するものとする。

ア 平常時（事故）の対応

配備区分 配備基準 配備の内容

情報収集

警戒体制
事故が発生したとき

応急対策を迅速にかつ的確に行える体制、現

地本部設置準備体制

現地本部

設置体制
大規模事故の発生及び災害の拡大

現地本部及び現地調整所を設置し、防災関係

機関が総力をあげて応急対策を行える体制
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イ 自然災害の対応

配備区分
配 備 基 準

配備の内容
地 震 その他の自然災害

情報収集

体制

１ 市内の震度観測点で震度４の地震を観測し気

象庁が発表したとき

２ 県内に津波注意報が発表されたとき

３ 気象庁が東海地震に関連する情報である「東

海地震に関連する調査情報（臨時）」を発表し

たとき

４ 気象庁が南海トラフ地震に関連する情報であ

る「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」を

発表したとき

異常な自然現象

の発生が予想さ

れるとき

情報収集及び

連絡活動を主

とした体制、

状況に応じ警

戒体制に入れ

る体制

警戒体制

１ 市内の震度観測点で震度５弱の地震を観測し

気象庁が発表したとき

２ 気象庁が東海地震に関連する情報である「東

海地震注意情報」を発表したとき

３ 気象庁が南海トラフ地震に関連する情報であ

る「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）」を発表したとき

４ 地震により災害が発生した場合で、本部長が

必要と認めたとき

異常な自然現象

による事故が発

生したとき

応急対策を迅

速にかつ的確

に行える体

制、現地本部

設置準備体制

現地本部

設置体制

１ 市内の震度観測点で震度５強以上の地震を観

測し気象庁が発表したとき

２ 県内に津波警報が発表されたとき

３ 東海地震に関して「警戒宣言」が発令された

とき

４ 気象庁が南海トラフ地震に関連する情報であ

る「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）」を発表したとき

５ 県内に地震に関する甚大な被害が発生した場

合で、本部長が必要と認めたとき

自然災害による

二次災害が拡大

したとき

現地本部及び

現地調整所を

設置し、防災

関係機関が総

力をあげて応

急対策を行え

る体制
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２ 防災活動要領の制定等

（１）防災関係機関は、防災組織の確立とともに、石災法及びこの計画に基づいて実施する災害予

防及び災害応急対策等の活動要領（以下「防災活動要領」という。）を定め、あらかじめ関係職

員に周知徹底する。

（２）防災関係機関は、防災活動要領の制定にあたって次の事項に留意する。

ア 防災組織の編成及び所掌事務を明らかにし、常に現状に即したものに維持すること。

イ 責任体制及び指令命令系統を明確にし、要員を適正に配置すること。

ウ 夜間、休日等の連絡・動員体制を整備すること。

エ 事故災害の規模、態様に応じた応急措置を定めておくこと。

３ 防災本部への報告

防災関係機関は、防災組織及び防災活動要領を定めたとき、又は修正したときは、速やかに本

部長に報告するものとする。

第４節 特定事業所における防災体制

１ 自衛防災組織

（１）特定事業者は、その特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、特定防災施設

等の整備に努めるとともに、石災法第16条及び防災規程の定めるところにより、災害応急対策

が強力かつ円滑に実施できる自衛防災組織を確立する。

（２）自衛防災組織には、石災法第16条及び防災関係法令に定める基準のほか、必要な防災要員を

配備するとともに防災資機材を整備する。

（３）特定事業者は、石災法第18条の規定に基づく自衛防災組織が行うべき業務に関する防災規程

を定めたとき又は変更したときは、市長（市消防局）に届け出るとともに、本部長に報告するも

のとする。

２ 共同防災組織

（１）特定事業者が共同して特定事業所の自衛防災組織の業務の一部を行わせるため設置した共同

防災組織は、構成する事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、石災法第19条及び

共同防災規程の定めるところにより、自衛防災組織と緊密な連携のもとに一体となって災害応

急対策が的確に実施できるよう体制を整備する。

また、東海地震、南海トラフ地震等の地震時において特別防災区域内で災害が同時発生する

ことも想定し、その対応等について研究を進めるとともに、体制の強化に努めるものとする。

（２）共同防災組織を代表する者は、石災法第19条の規定に基づき、共同防災規程を定めたとき、

又は変更したときは、市長（市消防局）に届け出るとともに、本部長に報告するものとする。
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３ 広域共同防災組織

（１）大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等（以下「大容量泡放射システム」という。）

を用いて防災活動を行う神奈川・静岡地区広域共同防災協議会は、構成する特定事業所におけ

る災害の発生又は拡大を防止するため、石災法第19条の２の規定に基づき広域共同防災規程を

定めるとともに、自衛防災組織及び共同防災組織と緊密な連携のもとに一体となって災害応急

対策を的確に実施できるよう体制を整備する。

（２）広域共同防災組織を代表する者は、石災法第19条の２の規定に基づき広域共同防災規程を定

めたとき又は変更したときは、本部長及び市長（市消防局）に報告するものとする。

４ 相互応援体制の確立

（１）特別防災区域内の特定事業所等で異常な現象が発生したときに、特定事業所の自衛防災組織

を派遣し又は応援を求めることについて、あらかじめ特定事業者間で協議し、相互応援体制を

確立するものとする。

（２）特定事業者は、東海地震、南海トラフ地震等広域災害に対応するため、同業種間で応援体制

の整備を推進するものとする。

（３）相互応援体制が整備されたときは、防災規程に明示するものとする。

５ 特別防災区域協議会等

（１）特別防災区域協議会

特定事業者は、当該特別防災区域に係る災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成、

技術の共同研究、教育の共同実施及び共同防災訓練、その他防災対策を総合的に推進するため、

石災法第22条の規定に基づく特別防災区域協議会を設けるとともに、防災関係機関と特定事業

者及びその他の事業者との連絡強化に寄与するため、特別防災協議会等の適切な運営を図るも

のとする。

（２）防災に係る協議会等の設置状況

ア 静岡県沿岸排出油等防除協議会

（ア）排出油等の防除に関する計画の策定

（イ）排出油等の防除に必要な施設、資機材の整備

（ウ）排出油等の防除に関する研修及び訓練

（エ）排出油等の防除活動の実施

イ 海上災害防止センター

（ア）海上保安部の指示により流出油の防除活動の実施

（イ）船舶所有者等の委託による油流出の防除及び消防艇による消火並びに延焼の防止活動の

実施

（ウ）油回収船、機械器具、オイルフェンス、その他船舶等の整備及び船舶所有者への援助の

実施
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（エ）海上防災のための措置に関する訓練

清水地区コンビナート地区防災事業所における災害の発生又は拡大の防止

ウ 清水港石油災害防止会

（ア）危険物の取扱、管理技術の研究

（イ）油槽船積揚荷作業の安全基準の整備、改善

（ウ）防災施設、防災資機材の整備拡充

（エ）港内安全運航の推進

（オ）その他石油災害防止に関し必要な事項の実施
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第３章 通報及び情報の収集伝達計画

特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における特定事業所からの通報

及び防災関係機関が行う情報の収集及び伝達について定めるものとする。

第１節 通報体制

特定事業所及び防災関係機関は、特別防災区域に係る異常現象発生時及び地震発生時（気象庁発表

震度で、市内に震度４以上があった場合、又は地震に起因し特定事業所において施設の運転停止等の

措置を講じた場合）には、次により通報する。

１ 異常現象の範囲

（１）出火

人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現

象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果があるものの利用を必要

とするもの

（２）爆発

化学的変化又は物理的変化により発生した爆発現象で施設、設備等の破損が伴うもの

（３）漏洩

危険物、可燃性固体類、可燃性液体類、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物その他有害な物

質の漏洩

ただし、次に掲げる少量（液体の危険物及び可燃性液体類にあっては数リットル程度）の漏

洩で、漏洩範囲が当該事業所内に留まり、泡散布、散水等の保安上の措置（回収及び除去を除

く。）を必要としない程度のものを除く。

ア 施設又は設備（以下「施設等」という。）に係る温度、圧力、流量等の異常な状態に対し、

正常状態への復帰のために行う施設等の正常な作動又は操作によるもの

イ 発見時に漏洩箇所が特定されたものであって、既に漏洩が停止しているもの又は施設等の

正常な作動若しくは操作若しくはバンド巻き、補修剤等による軽微な応急措置（以下「軽微

な応急措置」という。）により漏洩が直ちに停止したもの

（４）破損

製造、貯蔵、入出荷、用役等の用に供する施設若しくは設備又はこれらに付属する設備（以

下「製造等施設設備」という。）の破壊、破裂、損傷等の破損であって、製造、貯蔵、入出荷、

用役等の機能の維持、継続に支障を生じ、出火、爆発、漏洩等を防止するため、直ちに使用停

止等緊急の措置を必要とするもの

ただし、製造等施設設備の正常な作動又は操作若しくは軽微な応急措置により直ちに、出火、

爆発、漏洩の発生のおそれのなくなったものを除く
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（５）暴走反応等

製造等施設設備に係る温度、圧力、流量等の異常状態で通常の制御装置の作動又は操作によ

っても制御不能なもの、地盤の液状化等であって、上記（1）から（4）に掲げる現象の発生を

防止するため、直ちに緊急の保安上の措置を必要とするもの

（６）その他

周辺地域に影響を与え、又は与えるおそれがあるもの、その他社会的に影響が高いもの

２ 通報基準

（１）異常現象発生時

ア 特定事業所

特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者（以下「防災管理者」という。）は、

当該事業所において、異常現象の発生が認められた時は、直ちに市消防局へ通報する。

通報内容については、発生時刻、発生場所、死傷者の有無、異常現象の内容及び応急措置

等とし、第１報の時点において、明らかでない事項については、判明しだい逐次通報する。

イ 市消防局

市消防局は、災害の報告については、消防組織法（昭和22年法律第226号）第40条に基

づく火災・災害等即報第２号様式（様式１「第２号様式（特定の事故）」）により、防災本部、

警察本部（所轄警察署）及び海上保安部に通報する。

また、即報基準（特に迅速に報告すべき基準）に該当する火災・災害等が発生した場合は、

第１報を県に加え消防庁に対しても報告する。

ウ 県

県は市からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報を消防

庁に対して行う。

（２）地震発生時

ア 特定事業所

防災管理者は、地震発生後、直ちに防災規程等に定めるところにより事業所内の点検を行

い、その結果を直ちに市消防局に通報する。

イ 市消防局

市消防局は、特定事業所からの点検結果をとりまとめ、様式２「地震等災害報告書」によ

り遅滞なく防災本部へ報告する。

なお、地震等により、特別防災区域内外において即報基準に該当する火災等が発生した場

合においては、直ちに消防庁及び防災本部に報告する。

３ 通報系統及び手段

通報の方法は、災害の状況に応じ、有線（一般加入電話、119番等）、防災行政無線、又は防

災相互無線等を利用し、最も迅速かつ的確な方法で行うものとする。

なお、通報経路は「特別防災区域異常現象等連絡系統図」で示すとおりである。
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特別防災区域異常現象等連絡系統図

図 ３－１

（注）消防庁長官から要請のあった場合は、第１報後の報告も行う。

＊１）海上に係る異常現象については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法

律第136号）第38条の規定により清水海上保安部に第１報をするとともに消防機関、共同防

災組織等へ通報する。

＊２）東海地震、南海トラフ地震等広域災害発生時において、特別防災区域外の防災活動と連携の必

異常現象通報経路

地震発生時通報経路 注

大容量泡放射システム使用時

静岡県防災本部＊２

静岡市消防局 （危機管理部消防保安課） 消防庁（特殊災害室）

119 TEL 054-221-2076 TEL 03-5253-7528

現地本部 FAX 054-221-3327 FAX 03-5253-7538

(静岡市危機管理総室） 防災行政無線 無線 120-7910

TEL 054-221-1241 5(8)-100-2076

防災相互通信無線 夜間 休日 夜間 休日（宿直）

現地調整所 TEL 054-221-2072 TEL 03-5253-7777

防災相互通信無線 FAX 054-221-3252 FAX 03-5253-7553

防災行政無線 無線 120-7780

TEL 5(8)-100-6030

特定事業所 FAX 5(8)-100-6250

隣接事業所

防災相互通信無線

共同防災組織 神奈川県防災本部

TEL 054-365-4151 （安全防災局工業保安課)

TEL 045-210-3479

広域共同防災組織 FAX 045-210-8830 関東東北産業保安監督部

TEL 045-355-0363 保安課

静岡県警察本部 TEL 048-600-0294

TEL 054-271-0110 FAX 048-601-1317

静岡労働基準監督署 清水署（警備課）

054-252-8107 TEL 054-366-0110

＊１ 関係防災機関等

清水海上保安部（警備救難課）

054-353-0118
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要があると本部長が認めたときは、県災害対策本部と一体となった防災本部組織の運用を図る

こととなり、防災本部事務局（静岡県危機管理部消防保安課）の連絡先が下表のとおりとなる。

第２節 災害情報の収集及び伝達

特定事業所及び防災関係機関は、災害発生当初における情報収集体制の整備を図るとともに、有効

な応急対策を実施するため、状況の変化に応じた必要な情報の収集及び伝達を行うものとする。

１ 情報の収集及び伝達

（１）災害当初における被害情報の収集

防災本部は、早期に被害の概況を把握するため必要に応じ、県防災ヘリコプター及び県警察

ヘリコプターにより情報収集を行う。

（２）防災本部への報告

特定事業所及び防災関係機関は、発生した災害の状況及び講じた応急措置の概況について、

防災関係機関は直接、特定事業所にあっては、市消防局を通じて様式１により逐次、防災本部

に提出する。

また、現地本部が設置された場合、当該報告は現地本部に報告するものとし、現地本部は受

理した後、速やかに防災本部へ提出するものとする。

なお、現地調整所が設置された場合は、現地調整所で取得した情報を現地本部へ報告するも

のとする。

（３）大容量泡放射システムの出動

県は、広域共同防災組織から大容量泡放射システムの出動の通報を受けたときは、大容量泡

放射システムが円滑に輸送されるよう防災関係機関等と相互に連絡調整を行う。

（４）通信手段の確保

災害時における通信は、有線電話、防災行政無線等災害の状況に応じた最も迅速かつ的確な

方法で行うものとする。

２ 報告書の提出

（１）特定事業所は、事故の応急措置が完了したのち１０日以内に様式３｢異常現象報告｣により第

一報を、原因等の確定後速やかに様式３により最終報をそれぞれ市消防局へ提出する。

（２）市消防局は、特定事業所から最終報を受けたのち、遅滞なく様式４｢事故報告｣により防災本

部へ報告する。

静岡県危機管理部消防保安課（県災害対策本部設置時）

電話番号 054-221-2471～2473

FAX番号 054-221-2468、2487

防災行政無線

電話番号 5(8)-100-6123、6124

FAX番号 5(8)-100-6209、6220
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第３節 津波警報等及び地震・津波情報等の伝達

防災本部は、気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）に基づく警報、注意報及び情報並びに大震

法に基づく警戒宣言、東海地震予知情報等を特定事業者及び防災関係機関に迅速かつ的確に連絡し、

防災対策を講ずる。

なお、防災関係機関への地震情報等の連絡については、県地域防災計画の定めを準用する。

１ 連絡を行う情報等の種類

（１）津波警報、津波注意報、津波予報 「静岡県予報区」

（２）地震及び津波に関する情報

ア 地震情報（県下に震度４以上の地震が発生したとき）

イ 津波情報

（３）大震法に基づく東海地震に関連する情報

ア 東海地震注意情報

イ 東海地震予知情報

ウ 警戒宣言

（４）南海トラフ地震に関連する情報

ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震注意、巨大地震警戒、調査終了）

イ 南海トラフ地震関連解説情報

２ 警戒宣言等の伝達経路及び方法

県は、警戒宣言、東海地震又は南海トラフ地震に関連する情報が県に伝達された場合、市へ正

確かつ迅速にその情報を伝達する。

情報の伝達を受けた市は、その情報を特定事業所等へ伝達するものとする。

（１）防災本部から防災関係機関等への伝達経路及び方法は次図のとおりとする。

ア 警戒宣言発令時の連絡系統

図 ３－２ 警戒宣言発令時の連絡系統

総務省
消防庁

警察庁 県警察本部

内
閣
総
理
大
臣

特
定
事
業
所
代
表
等

特
定
事
業
所
等

関係省庁 指定地方行政機関

防災本部
(県危機管理部）

静岡市
(危機管理総室）
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イ 東海地震又は南海トラフ地震に関連する情報発表時の連絡系統

図 ３－３ 東海地震又は南海トラフ地震に関連する情報発表時の連絡系統

（２）特別防災区域内のその他事業所への伝達は、当該事業所に関連する特定事業所及び特別防災

区域協議会が行う。なお、その伝達経路及び方法は、特別防災区域協議会において、あらかじ

め確立しておくこととする。

総務省
消防庁

警察庁 県警察本部

特
定
事
業
所
等

関係省庁 指定地方行政機関

気
象
庁

静岡地方気象台

防災本部

(県危機管理部）

静岡市
(危機管理
総室）

特
定
事
業
所
代
表
等
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様式１ 即報要領が規定する「第２号様式（特定の事故）」

第 報

１. 石油コンビナート等特別防災区域内の事故
事故名 ２. 危険物等に係る事故

３. 原子力災害
４. その他特定の事故

消防庁受信者氏名

（注） 第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分かる

範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨

（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

事 故 種 別 １ 火災 ２ 爆発 ３ 漏えい ４ その他（ ）

発 生 場 所 特 別 防 災 区 域
レイアウト第一種、第一種、

第二種、その他

事 業 所 名 発 見 日 時 月 日 時 分

発 生 日 時

（ 覚 知 日 時 ）

月 日 時 分

（ 月 日 時 分 ）

鎮 火 日 時

（ 処 理 終 了 ）

月 日 時 分

（ 月 日 時 分）

消 防 覚 知 方 法 気 象 状 況

物 質 の 区 別
1危険物 2指定可燃物 3高圧ガス 4可燃性ガス

5毒劇物 6ＲＩ等 7その他（ ）
物 質 名

施 設 の 区 分 1 危険物施設 2 高危混在施設 3 高圧ガス施設 4 その他（ ）

施 設 の 概 要
危 険 物 施 設 の

区 分

事 故 の 概 要

死 傷 者

死者（性別・年齢） 人 負傷者等 人（ 人）
重症 人（ 人）
中等症 人（ 人）
軽症 人（ 人）

消 防 防 災

活 動 状 況

及 び

救 急 ・ 援 助

活 動 状 況

警戒区域の設定 月 日 時 分

使用停止命令 月 日 時 分

出 場 機 関 出場人数 出場資機材

事

業

所

自衛防災組織 人

共同防災組織 人

そ の 他 人

消防本部（署） 人

消 防 団 人

海 上 保 安 庁 人

自 衛 隊 人

そ の 他 人

災 害 対 策 本 部

等 の 設 置 状 況

そ の 他 参 考 事 項

報告日時 年 月 日

都道府県 静 岡 県

市 町 静 岡 市

報告者名
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＜様式１ （第２号様式）特定の事故）報告要領＞

（１）事故種別

「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。

（２）事業所名

「事業所名」は「○○㈱○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入する。

（３）特別防災区域

発災事業所が、石災法第２条第４号に規定する第一種事業所であっては、「レイアウト第一種」、

「第一種」のいずれかを、同条第５号に規定する第二種事業所は「第二種」を、その他の事業

所は［その他］を○で囲むこと。

（４）覚知日時及び発見日時

「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は、事業者が当該事故を

発見した日時を記入すること。

（５）物質の区分及び物質名

事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名を記入す

ること。なお、当該物質が消防法で定める危険物である場合には、危険物の類別及び品名につ

いて記入すること。

（６）施設の区分

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。

（７）施設の概要

「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記入するこ

と。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等の別）につい

ても記入すること。

（８）事故の概要

事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。

（９）消防防災活動状況及び救急援助活動状況

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町の応急対策の状

況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による応援活動の状況

についても記入すること。

(10)災害対策本部等の設置状況

当該事故に対して、県又は市が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部を設置した場

合には、その設置及び解散の日時について記入すること。

(11)その他参考事項

以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。

（例） 自衛隊の派遣要請、出動状況
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様式２

地震等災害報告書

消防機関 ⇒ 防災本部

事 業 所 名 震 度
加 速 度

（ ガ ル ）
地 震 の 影 響 と 事 業 所 の と っ た 措 置 備 考

記入上の留意事項

１ 該当する気象庁発表震度が４以上の場合には、調査対象は全事業所であること。ただし、震度、加速度の欄は地

震計を設置している事業所についてのみである。

２ ２個以上地震計を設置している場合は全部記入すること。

３ 地震計との連動システムをとっている保安関係設備（機器）がある場合、設定条件どおり作動したか、また今後

の課題、特記事項等があれば備考欄に記入すること。

報 告 日 時 年 月 日 時 分

消 防 機 関 名 静 岡 市 消 防 局

報 告 者 名
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様式３

異 常 現 象 報 告

年 月 日

静岡県石油コンビナート等防災本部

本部長 静岡県知事 様

届出者 事業所名

所在地

代表者 印

１ 異 常 現 象 の 種 類

２ 異 常 現 象 発 生 日 及 び

鎮 火 ・ 処 理 終 了 時 刻

発生 月 日（ 曜日） 時 分

鎮火等 月 日（ 曜日） 時 分

３ 異 常 現 象 発 生 場 所 及 び

施 設 の 概 要

施設地区 装置

その他 別添NO

４ 異常現象発生時の気象状況
気温 ℃ ・湿度 ％ ・風向

風速 ｍ／ｓ・天気

５ 製造・貯蔵所等の区分及び

取 扱 品 目

６ 異 常 現 象 の 状 況

７ 異 常 現 象 発 生 原 因

８ 措 置 状 況

９ 防 災 活 動 状 況

10 被 害 状 況

11 通 報 時 刻 及 び 通 報 先 消防部 月 日 時 分 電話

12 保 安 管 理 組 織

13 許 認 可 関 係

14 そ の 他 参 考 事 項

15 報 告 書 作 成 者 氏名 TEL
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異常現象報告記載要領

異 常 現 象 の 種 類

爆発、火災、可燃性ガスの流出、毒性ガスの流出、危険物の流出、危

険物の漏洩、破裂、毒劇物の流出、その他のうちから該当するものを

記入する。

届 出 者 事象所名は異常現象発生工場を記載

異 常 現 象

発 生 日 時
時刻は２４時間呼称による。

鎮 火 ・ 処 理 時 刻
火災等の鎮圧、流出、漏洩等の処理終了又は災害のおそれのなくなっ

た時刻を記入する。

異常現象発生場所

及 び 施 設 の 概 要

施設区分は、石災法の区分及び異常現象発生装置名とする。施設の概

要は別添で施設の生産能力機能、稼動方法、施設の配置、発生設備の

構造、材質、安全装置等の概要、温度、圧力、事故に係る物質の性状

等

製造、貯蔵所等区分

及 び 扱 い 品 目

異常現象施設の高圧ガス、危険物等の許可区分及び設備内に保有され

ていた物質の名称等危険物の分類

異 常 現 象 の 状 況

発生前の状況、発生までの経過、発生時の状況等、いつ、誰が、どこ

で、どのような作業をしていたとき、どのようになって異常現象にな

ったかを記入し、併せて被害の範囲も付記すること。

異 常 現 象

発 生 原 因
直接的、間接的発生原因、被害拡大原因等できるだけ詳細に記入する。

措 置 状 況 応急の措置、応急対策及び恒久対策を検討し記すること。

防 災 活 動 状 況

被 害 状 況

使用した防災資機材、消防車等、自衛・共同防災及び公設消防に分け

て活動状況を記入すること。

人的被害（死者、重傷者（１ヶ月以上）、軽傷者の別及び氏名、年令、

職名、被災部位等）、物的被害、被害状況及び被害面積、直接被害額等

保 安 管 理 組 織
予防規定に定められた組織等及び責任者、取扱者等、役職氏名、免状

の種類番号等

許 認 可 関 係
異常現象に係る施設の高圧ガス、危険物、労安関係の許可、完成検査

年月日、保安検査、定期自主検査等年月日

その他の参考資料
工場配置図、プラント機器プロット図、フローシート、異常現象部分

詳細図（アイソメ図）、新聞記事、写真記事、写真等
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様式 ４

事 故 報 告

平成 年 月 日

１ 事故名

２ 事故種類 １ 爆発 ２ 火災 ３ 漏えい ４ 破損 ５ その他（ ）

３ 発生 月 日 時 分推定・確定 ４ 発見 月 日 時 分

５ 覚知 月 日 時 分 ６ 鎮圧・

応急措置完了
月 日 時 分

７ 鎮火・処理完了 月 日 時 分

８ 覚知別 １．119 ２．無線３．ﾎｯﾄﾗｲﾝ４．警察電話 ５．駆付 ６．事後聞知 ７．一般加入 ８．その他

９ 気象状況 天気： 風向： 風速： 気温： 相対湿度：

10 発生事業所 11 発生場所

名称等：

種別： １．特別防災区域内（ﾚｲｱｳﾄ、第１種、第二種、その他）

業態 ： 番号（ ）

事業の概要：

所在地：

区分：１ 事業所内（製、貯、荷、用、事、他）

２ 事業所外（陸上、海上、その他）

特別防災地区名 清水

12 施設装置 16 発生施設規制区分

名称：

能力： 番号（ ）

施設区分：1危険物 2高圧ガス ３高危険混在 4その他

貯蔵・取扱・運搬の別：

類・品名・数量・倍数：

設置の完成： 平成 年 月 日

直近の完成： 平成 年 月 日

13 機器等

番号（ ）

℃ Ｍpa

17 物質の区分等

３指定可燃物 ４可燃性ガス

７その他

名称：

規模

温度・圧力

１危険物 ２高圧ガス

５ 毒物 ６劇物

14 発生箇所

番号( ）

状態（固相、液相、気相） 圧力（常圧、加圧）

温度（低温、常温（0～40℃）、高温）

分類：第 類 名称：

名称：

材質：

15 発生時

番号（

番号（

）

）

運転状況：

作業状況：

18 取扱者の概要

19 危険物

保安統括管理者

１ 選任有 ２無選任

３ 不要

20 危険物

保安管理者

１選任有2選任無

3 不要

21 危険物取扱者

の取扱・立会い

１ 有

２ 無

22 設備・機器等の概要

23 事故の概要：

24 緊急措置の状況：有 番号（ ）、無
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25

原

因

主原因 着火原因 番号（ ）

発生原因の状況：

26 被害の状況 １設備機器内２施設装置建屋内３隣接施設へ拡大４事業所外へ５他の施設から６漏洩に起因し施設から出火

27 人的被害 28 物的被害

被害内容

区分

死亡

者数

重傷

者数

軽傷

者数
死傷原因

職業又

は職名

被災影響範囲及び拡大の状況：

当事者

防災活動従事者

第三者 施設等の被害状況：

29 関係機関、自衛防災、消防組織等の出動状況

消防機関 台 隻 人 自衛 台 隻 人

消防団 台 隻 人 共同 台 隻 人 物質に被害状況：

海上保安部 台 隻 人 応援 台 隻 人

その他の機関 台 隻 人 その他 台 隻 人 損害額：１万円未満、 1万円以上（ ）

30 実施した防災活動の状況

公設消防機関 番号（ ） 自衛防災・消防組織等 番号（ ）

31 防災活動上の問題点

32

行

政

措

置

施設名 33 定期点検 消防法 その他

使用停止等 平成 年 月 日 平成 年 月 日 定期自主点検 年 月 日 年 月 日

改善命令等 平成 年 月 日 平成 年 月 日 気密試験等 年 月 日 年 月 日

停止解除 平成 年 月 日 平成 年 月 日 保安検査 年 月 日 年 月 日

関係条項 34 当該施設

に係る法令違

反の有無

有、無

内容：そ の 他

（ ）

平成 年 月 日

１ 文書 ２ 口頭

平成 年 月 日

１文書 ２口頭

35 今後の対策

36 所見
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第４章 災 害 想 定

特別防災区域においては、危険物や高圧ガス等が大量に貯蔵又は取り扱われることから、不測の事

故や地震等の自然災害によりひとたび災害が発生すると、その態様は特殊かつ大規模なものとなって

周辺に重大な影響を与えるおそれがある。

このような災害に対して、適切かつ有効な防災対応を行うためには、区域の実態を踏まえ、起こり

得る災害の態様や影響の大きさ等について具体的な想定を行う必要がある。

静岡県では、平成28年度から消防庁「石油コンビナートの防災アセスメント指針（平成25年３月）」

（以下「消防庁指針」という。）に基づく防災アセスメントを実施し、想定すべき災害の検討を行っ

た。本計画では、この結果を参考として災害の想定を行う。

第１節 調査内容

１ 評価の実施手順

評価対象施設を抽出して貯蔵・取扱物質、形式・規模、取扱条件、防災設備等に関する基礎デ

ータを収集し、消防庁指針に従い、平常時の事故、地震（短周期地震動及び長周期地震動）によ

る被害及び津波による被害を対象とした評価と、これらに加えて、想定外をなくす観点から、極

めて稀な災害を対象とした評価を行う。
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２ 評価対象施設

評価対象施設は、清水地区特別防災区域に存する下表に掲げるものとした。

（平成28年９月１日現在）

平常時の事故

災害の発生・拡大
シナリオの展開

災害の発生危険度

の推定

災害の影響度
の推定

総合的な災害
危険性評価

短周期地震動
による被害

長周期地震動
による被害

スロッシング最大

波高及び溢流量
の推定

長周期地震動の特
性とタンクの固有

周期に基づいた災
害危険性評価

想定災害の
影響評価

地
震

大規模災害
の想定

LPGタンクの爆発
による災害の影響
評価

地下式低温LNGタン
クの火災による災
害の影響評価

防油堤等から海上
への流出及び防油
堤火災からの延焼
拡大の影響評価

津波災害
の想定

浸水の可能性があ
る施設の把握

浸水による危険物
タンクの被害（浮
き上がり及び滑
動）の影響評価

コンビナートが浸
水した場合のその
他の被害や影響の
評価

○事業所や施設の配置、施設の属性等
○短周期地震動データ（地震動予測結果（震度分布・液状化危険度分布））

○長周期地震動データ（地震動予測波形）
○津波データ（津波予測結果（津波浸水深））
○気象データ（測定局における風向・風速等）
○全国の施設数及び全国で過去に発生した危険物・高圧ガスの事故データ
○危険物・高圧ガス等の物性データ

津波による被害

災害の発生・拡大
シナリオの展開

災害の発生危険度

の推定

災害の影響度
の推定

総合的な災害
危険性評価

評価対象施設の抽出・基礎データ収集

極めて稀な災害

施設種類 施設数

稼働中 休止中 計

危険物タンク

（第４類危険物タ

ンクを貯蔵した容

量500kl以上の屋外

タンク貯蔵所）

固定屋根式タンク 35 6 41

浮き屋根式タンク（シングルデッキ） 1 14 15

浮き屋根式タンク（ダブルデッキ） 4 0 4

内部浮き蓋式タンク 10 0 10

小計 50 20 70

可燃性ガスタンク LPGタンク 11※１ 0 11

地下式低温LNGタンク 3 0 3

小計 14 0 14

毒性液体タンク 毒性液体タンク 1 0 1

製造施設 危険物製造所 2 1 3
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※１ 評価を行なった後、２施設が廃止され、平成29年 12月１日現在、９施設となっている。

３ 評価対象災害

評価対象とする災害は次のとおりとした。

（１）平常時の事故

平常時における調査対象施設に係る危険物の漏えい・火災、可燃性ガスの漏えい･火災･爆発、

毒性ガスの漏えい･拡散等の下表の災害を対象とし、評価を行った。

※２ 蒸気雲爆発とは、漏えいした液化ガスが拡散し、空気との混合が進んだ後に着火して激しい爆風圧を発生させる

ような場合をいう。

※３ フラッシュ火災とは、可燃性蒸気雲の燃焼で火炎伝搬速度が比較的遅く、加圧が無視できるような場合をいう。

（２）短周期地震動による被害

静岡県第４次地震被害想定で想定されているレベル１（３モデル）、レベル２（６モデル）の

それぞれの地震モデルの中から、評価対象施設に最大の影響を及ぼす地震モデルを選定し、

「（１）平常時の事故」に示す災害について、災害の拡大シナリオを踏まえ、災害の発生危険度

と影響度に基づく評価を行った。

海上入出荷施設 危険物桟橋 12 1 13

可燃性ガス桟橋 4 0 4

小計 16 1 17

パイプライン 危険物配管
( )内は総延長

4
(1,765m)

0 4
(1,765m)

可燃性ガス配管
( )内は総延長

1
( 216m)

0 1
( 216m)

小計
( )内は総延長

5
(1,981m)

0 5
(1,981m)

評価対象施設 災害種別

危険物タンク
流出火災

タンク火災

可燃性ガスタンク
蒸気雲爆発※２

フラッシュ火災※３

毒性液体タンク 毒性ガス拡散

製造施設 危険物 流出火災

海上入出荷施設

危険物 流出火災

可燃性ガス
蒸気雲爆発

フラッシュ火災

パイプライン

危険物 流出火災

可燃性ガス
蒸気雲爆発

フラッシュ火災
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（３）長周期地震動による被害

南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告（南海トラフの巨大地震モデル

検討会・首都直下地震モデル検討会）で想定されている６地震モデルの中から、特別防災区域

に最大の影響を及ぼす地震モデルを選定し、長周期地震動による危険物タンクのスロッシング

被害を推定し、引き続いて発生し得る危険物タンクの全面火災、仕切り堤内流出火災及び防液

堤内流出火災について評価を行った。

（４）津波による被害

静岡県第４次地震被害想定で想定されているレベル１（６モデル）及びレベル２（８モデル）

それぞれの津波モデルの中から、評価対象施設に最大の影響を及ぼす津波モデルを選定し、浸

水による被害について評価を行った。

（５）極めて稀な災害

様々な安全対策が講じられていること等から、災害が発生する確率は、極めて低いと考えら

れるが、想定外をなくす観点から、発生確率には言及せず、防災対策の参考として、LPGタン

クの爆発による被害、地下式低温LNGタンクの火災による被害及び防油堤火災からの延焼につ

いて評価を行った。
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第２節 災害の評価の考え方

１ 平常時の事故

各評価対象施設について、平常時において想定される災害の発生危険度（発生確率）及び影響

度（影響距離（ｍ））に基づく評価（リスクマトリックスによる評価）を行った。

消防庁指針を踏まえ、発生危険度が10-6 /年（安全水準）以上の事故（第１段階の災害及び第

２段階の災害）を対象とした。

表 発生危険度

また、影響度については次の基準値により評価を行った。

表 影響度（影響距離（ｍ））を求める基準値

第１段階の災害
現実的に起こり得ると考えて対策を検討しておくべき災害（災害の発生

危険度が10-5 /年程度以上）

第２段階の災害
発生の可能性は相当に小さいと考えられるが、万一に備えて対策を検討

しておくべき災害（災害の発生危険度が10-6 /年程度の災害）

区分 基準値 備考

火災の放射熱 2.3kW/m2 露出人体に対して１分間以内で痛みを感じる強度

で、消防庁旧指針（平成13年）で示されている液

面火災の基準値

ガス爆発の爆風圧 2.1kPa 「安全限界」（この値以下では 95％の確率で大き

な被害はない）及び「推進限界」（物が飛ばされる

限界）とされる爆風圧で、家の天井の一部が破損

し、窓ガラスの10％が破壊されるとされる圧力

＊高圧ガス保安法では、既存製造施設に対する限界値を

11.8kPaとしており、2.1kPaはこの値より安全側である。

＊人体に対する被害を及ぼさない限界値は 12.3 kPa とい

われている。

フラッシュ火災 爆発下限界濃度の

1/2

ガスの引火・燃焼が起こり得る下限値（ガス拡散

モデルで求められる濃度は時間平均濃度であるた

め、変動幅を考慮）

毒性ガス拡散

（アンモニア）

300ppm 米国の国立労働安全衛生研究所（NIOSH）が提唱す

る許容限度値（IDLH:Immediate Dangerous to Life

and Health）で、「30分以内に救出されないと元

の健康状態に回復しない濃度」
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○リスクマトリックス

第１段階の災害：災害の発生危険度が10-５/年程度以上

第２段階の災害：災害の発生危険度が10-６/年程度（＝安全水準）

２ 短周期地震動による被害

静岡県第４次地震被害想定で想定されているレベル１及びレベル２の地震それぞれの中から、

評価対象施設に最大の影響を及ぼす地震（評価対象施設における計測震度が最大となる地震）と

して、次の地震を選定して評価を行った。

○【レベル１地震】東海・東南海・南海地震（南海トラフ巨大地震の基本ケース）

○【レベル２地震】南海トラフ巨大地震（東側ケース）

各評価対象施設について、「１ 平常時の事故」と同様に、想定される災害の発生危険度（発生

確率）及び影響度（影響距離（ｍ））に基づく評価（リスクマトリックスによる評価）を行った。

消防庁指針を踏まえ、レベル１地震については発生危険度が10-４ /年以上の事故を、レベル２

地震については10-３ /年以上の事故を対象とした（１年当たりのそれぞれの地震の発生危険度を

考慮して、事象の発生危険度が10-６ /年（安全水準）となるようにしている。）。

E D C B A AA

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

影響度

大

小

小 大
災害発生危険度

○平常時の災害発生危険度区分 ○災害の影響度区分

区分 災害発生危険度［／年］ 区分 影響距離

AAn 10-3程度（5×10-4以上） Ⅰ 200ｍ以上

An 10-4程度（5×10-5以上5×10-4未満） Ⅱ 100ｍ以上 200ｍ未満

Bn 10-5程度（5×10-6以上5×10-5未満） Ⅲ 50ｍ以上 100ｍ未満

Cn 10-6程度（5×10-7以上5×10-6未満） Ⅳ 20ｍ以上 50ｍ未満

Dn 10-7程度（5×10-8以上5×10-7未満） Ⅴ 20ｍ未満

En 10-8程度（5×10-8未満）

注１）添字のｎは平常時を表す。

注２）Anは１施設当たりでみると10,000 年に１件程度、10,000施設であれば１年に１件程度発生するよ

うな災害であることを意味する。



37

表 発生危険度（レベル１地震）

表 発生危険度（レベル２地震）

また、影響度については平常時の事故と同様の基準値により評価を行った。

３ 長周期地震動による被害

内閣府で検討された南海トラフ沿いで発生する地震の中から、清水地区特別防災区域において

最大の影響を及ぼすおそれのある地震として、次の地震を選定して、個々の危険物タンクのスロ

ッシング最大波高及び溢流量を求め、タンク全面火災、仕切り堤内流出・火災及び防油堤内流出・

第１段階の災害 現実的に起こり得ると考えて対策を検討しておくべき災害（災害の発生

危険度が10-３/年程度以上）

第２段階の災害 発生の可能性は相当に小さいと考えられるが、万一に備えて対策を検討

しておくべき災害（災害の発生危険度が10-４/年程度の災害）

第１段階の災害 現実的に起こりうると考えて対策を検討しておくべき災害（災害の発生

危険度が10-２/年程度以上）

第２段階の災害 発生の可能性は相当に小さいと考えられるが、万一に備えて対策を検討

しておくべき災害（災害の発生危険度が10-３/年程度の災害）

○災害発生危険度区分（レベル１地震） ○災害の影響度区分（レベル１地震）

区分 災害発生危険度 区分 影響距離

AAe 10-1程度（5×10-2以上） Ⅰ 200ｍ以上

Ae 10-2程度（5×10-3以上5×10-2未満） Ⅱ 100ｍ以上 200ｍ未満

Be 10-3程度（5×10-4以上5×10-3未満） Ⅲ 50ｍ以上 100ｍ未満

Ce 10-4程度（5×10-5以上5×10-4未満） Ⅳ 20ｍ以上 50ｍ未満

De 10-5程度（5×10-6以上5×10-5未満） Ⅴ 20ｍ未満

Ee 10-6程度（5×10-6未満）

注１）添字のeは地震時（レベル１地震）を表す。

注２）Aeは地震が発生した時、100施設のうち、１施設で被害が生じる程度の危険性を表す。

○災害発生危険度区分（レベル２地震） ○災害の影響度区分（レベル２地震）

区分 災害発生危険度 区分 影響距離

Ae2 10-1程度（5×10-2以上5×10-1未満） Ⅰ 200ｍ以上

Be2 10-2程度（5×10-3以上5×10-2未満） Ⅱ 100ｍ以上 200ｍ未満

Ce2 10-3程度（5×10-4以上5×10-3未満） Ⅲ 50ｍ以上 100ｍ未満

De2 10-4程度（5×10-5以上5×10-4未満） Ⅳ 20ｍ以上 50ｍ未満

Ee2 10-5程度（5×10-5未満） Ⅴ 20ｍ未満

注１）添字の e2は地震時（レベル２地震）を表す。

注２）Ae2は地震が発生した時、10施設のうち、１施設で被害が生じる程度の危険性を表す。
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火災について、災害の影響度の評価を行った。影響度の評価には、火災の放射熱の基準値として

2.3kW/m2（露出人体に対して１分間以内で痛みを感じる強度）を用いた。

○安政東海地震

○５地震重ね合わせモデル

４ 津波による被害

静岡県第４次地震被害想定で想定されているレベル１及びレベル２の津波それぞれの中から、

評価対象施設に最大の影響を及ぼす津波（全ての危険物タンクにおける津波浸水深が最大となる

津波）として、次の津波を選定し、浸水深に基づく評価を行った。

○【レベル１津波】宝永型地震

○【レベル２津波】南海トラフ巨大地震（ケース８）

表 危険物タンクと高圧ガスタンクの評価事項

危険部タンク

の被害

タンク・付属配管の

被害
東日本大震災の事例に基づく定性的評価

津波による滑動、浮

き上がり及びこれら

に伴う流出量の推定

消防庁シミュレーションツールに基づく定量評価

高圧ガスタンク

の被害
東日本大震災の事例に基づく定性的評価
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５ 極めて稀な災害（参考）

その発生確率は極めて低いが、発生した場合の影響が大きいことから、発生確率には言及せず、

発生した場合の影響等について参考までに評価を行った。

LPGタンクの爆発（BLEVE※）については、放射熱、爆風圧及び破片の飛散の観点で評価を行っ

た。影響を評価する基準値については、下表に示す値を用いた。

※ BLEVE（Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion）とは、沸点以上の温度で貯蔵している加圧液化ガス

貯槽や容器が何らかの原因により破損し、大気圧まで減圧することにより急激に気化する爆発的蒸発現象であ

る。典型的には、火災時の熱により容器等が破損してBLEVEを引き起こす。BLEVE の発生は内容物が可燃性の

ものに限らないが、可燃性の場合には着火してファイヤーボールと呼ばれる巨大な火球を形成することが多い。

地下式低温LNGタンクについては、地上のLPGタンクのように周辺火災等の影響により入熱を

受ける可能性は極めて低いと考えられるため、BLEVEを伴う爆発による災害の影響評価は対象外

とし、タンクの全面火災を想定した。影響を評価する基準値として、火災の放射熱2.3kW/m2（露

出人体に対して１分間以内で痛みを感じる強度）を用いて評価を行った。

防油堤等から海上への流出及び防油堤火災からの延焼については、現在の技術基準からすると

考えにくいが、施設の老朽化、施工不良、あるいは管理体制の問題など、評価が困難な要因によ

り発生する可能性は否定できない。一方、具体的な影響評価は困難であり、発災の抑制及び発災

時の緊急対応等の強化に留意する必要がある。

区分 基準値 備考

放射熱 5.6～7.9kW/m2

長時間肌を露出し続けた場合に火傷を起こす強度

＊長時間暴露により木片が自然発火する最小エネルギーは 25 kW/m2

といわれている。

爆風圧 2.1kPa

「安全限界」（この値以下では95％の確率で大きな被害はな

い）及び「推進限界」（物が飛ばされる限界）とされる爆風

圧で、家の天井の一部が破損し、窓ガラスの10％が破壊され

るとされる圧力

＊高圧ガス保安法では、既存製造施設に対する限界値を 11.8kPa とし

ており、2.1kPa はこの値より安全側である。

＊人体に対する被害を及ぼさない限界値は12.3 kPaといわれている。

破片の飛散 － BLEVEが発生し、タンクの破裂によって破片が飛散
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第３節 評価結果

１ 平常時の事故

事業所外へ影響を及ぼす場合もあるが、概ね特別防災区域内にとどまるような災害が想定され

る。

リスクマトリックスのイメージ

第１段階の災害：災害の発生危険度が10-５/年程度以上

第２段階の災害：災害の発生危険度が10-６/年程度（＝安全水準）

平常時の想定災害の影響評価（稼働中の施設のみ）

２ 短周期地震動による被害

事業所外へ影響を及ぼす場合もあるが、概ね特別防災区域内にとどまるような災害が想定され

る。

E D C B A AA

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

影響度

大

小

小 大
災害発生危険度

影響

範囲

第１段階の災害

現実的に起こり得ると考えて対策を検討

しておくべき災害（B,A,AA）

第２段階の災害

発生の可能性は相当に小さいと考えられ

るが、万一に備えて対策を検討しておく

べき災害（C）

大該当なし 該当なし

中

・危険物タンク：流出火災

・可燃性ガスタンク：蒸気雲爆発、ﾌﾗｯｼ

ｭ火災

・毒性液体タンク：毒性ガス拡散

・海上入出荷施設：蒸気雲爆発

・パイプライン：流出火災、蒸気雲爆発、

ﾌﾗｯｼｭ火災

・危険物タンク：流出火災

・可燃性ガスタンク：蒸気雲爆発、ﾌﾗｯｼ

ｭ火災

・海上入出荷施設：蒸気雲爆発、ﾌﾗｯｼｭ

火災

・パイプライン：流出火災、蒸気雲爆発、

ﾌﾗｯｼｭ火災

小

・危険物タンク：タンク火災

・製造施設：流出火災

・海上入出荷施設：流出火災、ﾌﾗｯｼｭ火災

・危険物タンク：タンク火災

・海上入出荷施設：流出火災

注）リスクマトリックスのⅠ～Ⅴの影響度について、各施設の影響範囲を次のように整理した。

・特別防災区域外の一般地域に及ぶ場合がある。：大

・事業所外に及ぶ場合があるが、概ね特別防災区域内にとどまる。：中

・概ね事業所内にとどまる。：小

想定災害
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なお、レベル１とレベル２の地震における第１段階の災害の影響度を比較したところ、全ての

施設・災害種別において、レベル１の災害規模の方がレベル２より大きいという結果が得られた

ため、想定災害はレベル１のみ示す。

これは、地震時の被災確率自体は、震度が大きいレベル２の方が概ね２倍程度高くなるが、一

方で、想定災害として抽出すべき地震時の被災確率はレベル２の方が10倍高く（想定災害が減る

方向）、前者の地震時の被災確率の上昇効果よりも、後者の想定災害の抽出レベルの上昇効果の

方が大きいことからこのような結果となる。

リスクマトリックスのイメージ

第１段階の災害：災害の発生危険度が10-３/年程度以上

第２段階の災害：災害の発生危険度が10-４/年程度（＝安全水準）

短周期地震動による想定災害の影響評価（稼働中の施設のみ）

E D C B A AA

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

影響度

大

小

小 大
災害発生危険度

影響

範囲

第１段階の災害

現実的に起こり得ると考えて対策を検討

しておくべき災害（B,A,AA）

第２段階の災害

発生の可能性は相当に小さいと考えられ

るが、万一に備えて対策を検討しておく

べき災害（C）

大該当なし 該当なし

中

・危険物タンク：流出火災

・可燃性ガスタンク：蒸気雲爆発、ﾌﾗｯｼ

ｭ火災

・毒性液体タンク：毒性ガス拡散

・海上入出荷施設：蒸気雲爆発、ﾌﾗｯｼｭ

火災

・パイプライン：流出火災、蒸気雲爆発、

ﾌﾗｯｼｭ火災

・危険物タンク：流出火災

・可燃性ガスタンク：蒸気雲爆発、ﾌﾗｯｼ

ｭ火災

・海上入出荷施設：蒸気雲爆発、ﾌﾗｯｼｭ

火災

・パイプライン：流出火災、蒸気雲爆発、

ﾌﾗｯｼｭ火災

小
・製造施設：流出火災

・海上入出荷施設：流出火災

・製造施設：流出火災

・海上入出荷施設：流出火災

注）リスクマトリックスのⅠ～Ⅴの影響度について、各施設の影響範囲を次のように整理した。

・特別防災区域外の一般地域に及ぶ場合がある。：大

・事業所外に及ぶ場合があるが、概ね特別防災区域内にとどまる。：中

・概ね事業所内にとどまる。：小

想定災害
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３ 長周期地震動による被害

浮き屋根式（ダブルデッキ）の危険物タンクで最大30ｍ3の溢流の可能性が想定される。また、

スロッシングに起因する火災について、タンク全面火災、仕切堤内流出火災及び防油堤内流出火

災の可能性が想定されるが、その影響は概ね特別防災区域内にとどまるような災害が想定される。

スロッシング最大波高とタンク余裕空間高さとの比較（安政東海地震）

（稼働中のタンクのみ 平成28年９月１日現在）

（単位：基）

内部浮き蓋及び固定屋根は参考

スロッシング最大波高とタンク余裕空間高さとの比較

（５地震重ね合わせモデル）（稼働中のタンクのみ 平成28年９月１日現在）

（単位：基）

内部浮き蓋及び固定屋根は参考

溢流量の推定結果（安政東海地震）（稼働中のタンクのみ）

溢流量の推定結果（５地震重ね合わせモデル）（稼働中のタンクのみ）

スロッシング
最大波高が

浮き屋根
内部浮き蓋 固定屋根 計シングル

デッキ
ダブル
デッキ

余裕空間高さ
を超える

0 1 6 32 39

余裕空間高さ
を超えない

1 3 4 3 11

計 1 4 10 35 50

スロッシング
最大波高が

浮き屋根
内部浮き蓋 固定屋根 計シングル

デッキ
ダブル
デッキ

余裕空間高さ
を超える

1 4 8 31 44

余裕空間高さ
を超えない

0 0 2 4 6

計 1 4 10 35 50

屋根形式 １基あたり溢流量

浮き屋根式（シングルデッキ） 0 ｍ3

浮き屋根式（ダブルデッキ） 0 ～ 5 ｍ3

屋根形式 １基あたり溢流量

浮き屋根式（シングルデッキ） 0.3 ｍ3

浮き屋根式（ダブルデッキ） 5 ～ 30 ｍ3
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４ 津波による被害

（１）危険物タンクの被害

ア タンク・付属配管の被害

【レベル１津波】

宝永型地震については、最大で1.07ｍの浸水が想定される。

【レベル２津波】

南海トラフ巨大地震（ケース８）については、浸水深が３ｍ以上の地域に存する危険物

タンクが13基あるが、危険物タンク底板からの浸水深は、全ての危険物タンクで３ｍ未満

であるため、タンク付属配管の被害が発生する可能性が考えられるものの、タンク本体に

被害が発生する可能性は低い。

イ 津波による滑動、浮き上がり及びそれらに伴う流出量の想定

【レベル１津波】

宝永型地震については、滑動あるいは浮き上がりが判定されたタンクはなかった。

【レベル２津波】

南海トラフ巨大地震（ケース８）については、滑動あるいは浮き上がりの可能性が判定

されたタンクは９基（うち休止中タンクが３基）であり、流出量は合計で145ｍ3と想定さ

れる。

（２）高圧ガス施設の被害

可燃性ガスタンクについては、宝永型地震及び南海トラフ巨大地震（ケース８）ともに、浸

水深が３ｍ以上の施設はなく、東日本大震災の被害状況から、タンク付属配管の被害が発生す

る可能性が考えられるものの、タンク本体に被害が発生する可能性は低い。

なお、設備の流出等の大きな被害はない場合であっても、動機器及び静機器の損傷・不具合

や計装設備、防消火設備の破損・不具合等による二次災害が発生する可能性も考えられるほか、

浮遊物により、施設が破損する可能性がある。

５ 極めて稀な災害（参考）

（１）LPGタンクのBLEVE

LPGタンクの周囲で火災が発生し、早期の消火やLPGの漏えい停止ができずに火災が拡大する

とともに、タンクの冷却が十分でない状態が続くなど、悪条件が重なりBLEVEが発生した場合、

特別防災区域の外に影響を及ぼす可能性があり、放射熱、爆風圧及びタンク破片の飛散の観点

で評価を行った。

ア 放射熱

長時間肌を露出し続けた場合に火傷を起こす強度を基準値とすると、その影響は特別防災

区域の外側まで広範囲に及ぶ可能性があるが、ファイヤーボールの継続時間は、計算上約16

～26秒と短時間であり、屋内等に退避することで人的被害は避けられる。
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イ 爆風圧

特別防災区域の外側まで広範囲に影響が及ぶ可能性があるが、建物等の大きな被害は施設

の近傍に限定される。一方、特別防災区域の外側では、ガラスの破損や建物の多少の被害な

どが想定される。そのため、周辺地域では屋内へ退避するとともに、窓等から離れることで

人的被害の発生の可能性を十分低くすることができる。

ウ 破片の飛散

特別防災区域の外側まで広範囲に飛散する可能性があるが、大きな破片の飛散は施設の近

傍に集中するため、周辺地域では屋内へ退避するとともに、窓等から離れることで人的被害

の発生の可能性を十分低くすることができる。

（２）地下式低温LNGタンクの全面火災

露出人体に対して１分間以内で痛みを感じる強度を基準値とすると、その影響は当該施設が

設置された事業所内にとどまる。
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第５章 災害予防計画

特別防災区域に係る危険物等による火災、爆発又は石油等の漏えい、流出その他の災害の発生を未

然に防止するため、特定事業所は、適正な災害想定に基づき保安管理を徹底するとともに自衛防災体

制の整備強化を図る。

県、市等の防災関係機関は、特定事業所等に対する諸法令の遵守、各行政指導基準の徹底を指導す

るとともに消防力の増強をはじめとする各種事前対策を総合的に推進する。

第１節 平常時災害予防計画

１ 特定事業所における予防対策

特定事業所は、当該事業所における災害の発生防止に係る責務を有するとともに、特別防災区

域で発生した災害の拡大防止に関しても第一次的責任を有することから、事業所の実態や、施設

及び設備に応じて、施設及び設備の保全をはじめ保安管理の徹底、自衛防災組織の確立等の災害

予防対策を災害のリスクや影響を低減できるよう不断に、かつ、積極的に実施する。

（１）保安管理体制の確立

ア 経営トップ自らの責任により、保安の確保が継続的に持続されるシステムの構築を図る。

イ 防災管理者を中心に、総合的な防災保安監督体制及び所内連絡協議体制を確立する。

ウ 事業所における危険要因の把握に努めるとともに、過去の災害から得られた教訓や、近年

の事故発生状況を踏まえた、適切かつ効果的な事故防止対策を確立する。

エ 防災規程、予防規程及び危害予防規程並びにこれらの規程に基づく各種基準類の定期的な

見直しによる充実整備と適正な運用を図る。なお、当該規程には、特に、夜間、休日におけ

る異常事態発生時の通報及び応急体制等の行動基準について明確に規定する。

オ 関係省庁及び関係団体等が提供する事故事例や事故分析情報、保安情報等の各種情報源を

積極的に収集・活用し、事故防止対策や保安管理の充実強化を図る。

（２）人的要因による事故防止

事故の直接要因又は背後要因としての人的要因の把握に努め、適切な予防対策を講ずる。

（３）施設、設備の維持管理の強化

ア 施設等の腐食劣化による漏えい防止

（ア）タンク本体

現行法令に基づく各種検査・点検のほか、「屋外タンクの定期点検における側板の点検方

法等に関する指針」（平成17年３月総務省消防庁）に基づく側板の点検を実施する。また、

重油等の加温タンクについては、断熱材部分の点検を重点的に行う。

（イ）配管

埋設配管は、設計時に腐食劣化について十分な検討を行い、腐食危険性、点検時のポイ

ント等をリストアップし、保安管理に活用するとともに、敷設後は定期的に水圧試験等を

実施し、腐食開孔部の早期発見に努める。
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高圧ガス配管については、配管腐食に起因する高圧ガス漏えい事故の防止を図るため、

外面腐食防止対策を講じる。

イ 施設等の老朽化による事故防止

設備年齢に応じた保安管理を実施し、設備ごとの状態に応じた劣化診断等を確実に行うと

ともに、老朽化施設については適切な更新を行う。

ウ 施設、設備の点検整備

（ア）自己責任・自己管理のもと、施設、設備等の耐用年数、稼動状況、腐食率等を考慮した

点検基準を作成し、設備の保全、管理のより一層の強化に努める。

（イ）防消火設備は、日常の保守点検により作動の健全性を常時確保し、災害時に支障なく使

用できるよう訓練によりその操作の習熟を図る。

（ウ）点検の結果、不備不良等の異常を発見したときには、責任者の指示により速やかに整備

又は修理を行う。

（エ）必要に応じて日常及び定期的な施設等の点検方法・点検箇所の見直しや、施設等の更新

スケジュールの見直し等を行う。

（４）火災防止対策の徹底

可燃性混合気体の形成回避に努め、また、発火源となる静電気対策を講ずるとともに、火気

使用工事における安全管理の徹底を図る。

（５）防災体制の確立

ア 自衛防災組織には、防災活動に十分な防災要員を確保し、その最小必要要員は専従とする。

イ 事業所を代表とする防災管理者及び副防災管理者を選任し、常に配置する。

（６）輸送車両による入出荷の予防対策

高圧ガス、石油類等の入出荷作業に係る作業基準を定め、遵守する。

（７）タンカー等着桟時における予防対策の強化

ア 桟橋の施設及び配管等の点検を徹底する。

イ 大型タンカー（５万重量トン以上）が着桟の際には、オイルフェンスを展張し、警戒船等

を配置する。

ウ 荷役作業開始前に、船内の移送設備を点検させ、安全を確認した後、荷役作業を開始する。

エ 荷役作業中は、常にタンカー及び桟橋と貯槽等の連絡責任者を配置し、相互に連絡できる

体制をとる。

２ 防災関係機関における予防対策

防災関係機関は、それぞれが所管する法令に基づき、特定事業者に対する指導、監督を行うとと

もに、合同立入検査等を実施する等互いに連携を保ちながら、特定事業者の自主保安対策への取り

組み等に対して適切な助言を行い災害予防の徹底を図る。

（１）関東東北産業保安監督部

ア 石油コンビナート、高圧ガス等の保安に係る指導

イ 特定事業所に対する立入検査
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ウ 自主基準の作成及び自主検査実施の指導、災害安全運動の実施及び防災思想の普及、その他

自主的な防災活動体制に係る指導

（２）静岡労働局

ア 臨検監督

イ 設備等の設置又は変更をする際の計画届出の励行とリスクアセスメントの徹底指導

ウ ボイラー、第一種圧力容器等の検査

エ 安全衛生に関する管理体制、各種規程等の整備指導

オ 安全衛生教育に関する指導、援助

カ 災害調査の実施及び再発防止対策の確立指導

（３）海上保安部

ア 危険物積載船舶等に対する関係法令の遵守についての指導監督

イ 危険物荷役桟橋等に対する関係法令の遵守についての指導監督

（４）県

ア 特定事業所に対する立入検査

イ 保安教育の実施及び保安基準の遵守に係る指導

ウ 技術基準の実施及び安全設備の整備強化に係る指導

エ 自主保安基準、危害予防、防災の各規程類の作成及びその実施の指導

（５）市消防局

ア 特定事業所、高圧ガス施設、及び危険物施設に対する立入検査

イ 特定防災施設、高圧ガス施設、及び危険物施設の新設又は変更に係る完成検査

ウ 技術基準の遵守及び安全設備の整備強化に係る指導

エ 防災施設及び防消火設備資機材の設備強化等の指導

オ 保安防災教育訓練の指導

カ 予防規程、防災規程その他防災上必要な事項に係る指導

キ 防災組織の育成指導

第２節 自然災害予防計画

特別防災区域に係る東海地震、南海トラフ地震等の地震、津波、その他の異常な自然現象による二

次災害の予防のため避難地、避難路の整備等必要な措置を講ずるものとする。

１ 地震災害予防計画

（１）特定事業所における予防対策

特定事業所は、事業所のすべての施設について、常に点検し、施設が地震災害に耐え得るよ

うにその機能の保全維持に努める。

ア 屋外タンク貯蔵所技術基準の適合推進

特定屋外タンク貯蔵所（昭和52.2.15 以前設置）は、平成7年１月施行の「新基準」、及び

準特定屋外タンクは、平成11年４月施行の「新基準」についての適合調査を行い、耐震改修
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猶予期限にとらわれることなく早期に補強対策等を講ずるように努める。

イ 浮き屋根式及び内部浮き蓋式特定タンクの技術基準への適合推進

現在休止している浮き屋根式特定タンクを稼動する場合は、「新基準」への適合が条件とな

る。「新基準」に適合していない内部浮き蓋式特定タンクについては、適合期限より早期に対

策を講ずるよう努める。

ウ 緊急遮断弁の設置

容量一万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所及び高圧ガスタンク等の元弁には緊急

遮断弁を設け、電動弁については停電時にも有効な手段を講ずること。

法令で設置の義務付けのない危険物タンク等についても、緊急遮断弁の設置に努める。

エ 防油堤の漏えい防止措置

地震により防油堤が変形・破損することによる漏えい防止のため、「防油堤の漏えい防止措

置等について」（平成10年３月20日通知）による防油堤の耐震基準に適合していない屋外タ

ンク貯蔵所は、早期に対策を講ずるように努める。

また、緊急対策として必要となる資機材（土嚢等）の整備も併せて行う。

オ 屋外タンク貯蔵所のスロッシング対策

スロッシング最大波高が余裕空間高さを上回ることが想定されている危険物タンクについ

ては、スロッシング最大波高が大きいタンク、溢流量が大きいタンク等から優先的に地震時

においても溢流しない液面管理に努める。

カ 固定泡消火設備の有効性確保

固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所においては、泡の適正な放出を確認する一

体的な点検（平成17年３月30日、消防危第63号）により健全性を確保するとともに、災害

時に支障なく使用できるよう訓練によりその操作の習熟を図る。

キ 泡消火薬剤の備蓄

特定事業者は当該危険物タンク等に対する泡消火薬剤の法令に規定する量を備蓄するとと

もに、大容量泡放射システムを導入する事業者は、当該使用泡消火剤と同等のものを整備及

び更新すること。

（２）防災関係機関における予防対策

ア 関東東北産業保安監督部、静岡労働局、海上保安部、県及び市は前節の予防対策に定める

もののほか、地震による災害予防のため、特定事業者を指導する。

イ 中部地方整備局は、地震等による災害を防止するため、港湾施設・海岸保全施設等の計画

及び整備並びに助言を行う。

ウ 市は、陸海空の輸送ルートを確保するため、臨時へリポートの指定、緊急輸送路の確保等

災害応急対策の活動体制を整備する。

２ 津波災害予防計画

（１）特定事業所における予防対策

ア 浮き上がり・滑動防止措置
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内容物が少なくタンクが軽い場合には津波による浮き上がり・滑動の可能性があることか

ら、津波浸水想定を踏まえた危険物タンクの貯蔵量管理等による浮き上がり等の防止を図る。

また、休止中の危険物タンクについては、水張り等の対策を行うことにより浮き上がり等

の防止に努める。

イ 非常用電源の確実な稼動

非常用電源の冠水被害についても想定されるため、可能な限りこれらの設備の浸水対策を

講じるとともに、冠水等による非常用電源の機能不全も想定した対策を講じるよう努める。

ウ 津波による被害の軽減

津波により、資材等が漂流物となり被害を助長することのないよう、漂流物となり得るも

のは固定するなど、日常から管理を徹底する。

エ 津波被害想定を踏まえた予防規程等の見直し等

津波による浸水が想定される地域に危険物タンク等が所在する場合は、点検、応急措置等

所定の事項について、事業所の実態に即して必要な対策を具体化しながら予防規程等に記載

する。

（２）防災関係機関における予防対策

ア 関東東北産業保安監督部、静岡労働局、海上保安部、県、市及び市消防局は前節の予防対

策に定めるもののほか、津波による災害予防のため、特定事業者を指導する。

イ 中部地方整備局は、津波等による災害を防止するため、港湾施設・海岸保全施設等の計画

及び整備並びに助言を行う。

ウ 県は、港湾区域内の海岸保全施設を整備するため、海岸保全事業を行い、津波等による災

害を予防するとともに、耐震強化岸壁の整備を推進する。

エ 市は、陸海空の輸送ルートを確保するため、臨時へリポートの指定、緊急輸送路の確保等

災害応急対策の活動体制を整備する。

３ その他の自然災害に対する予防計画

（１）特定事業者における予防対策

特定事業者は、特定事業所の立地状況等を考慮して、設備の健全性の強化に努めるとともに、

非常警備体制、緊急措置体制等を整備し、災害予防対策の充実に努める。

（２）防災関係機関における予防対策

防災関係機関は、高潮、台風等の事前予知が可能な自然現象による災害の予防のため、特定

事業者に対し、防災対策の確立、設備の健全性の確認等、的確な災害予防対策の実施を指導す

る。
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第３節 極めて稀な災害（LPG球形タンクの爆発（BLEVE））

東日本大震災において、千葉県市原市内の LPG 球形タンクが大爆発（BLEVE: Boiling Liquid

Expanding Vapor Explosion）を起こし、石油コンビナート等特別防災区域の外側でも建物のガラス破

損や、タンク設備の破片が飛散するという事故が発生した。

この事故は、①球形タンクにLPGよりも比重の大きな水が充填されていた状態で地震力を受け支柱

が座屈したこと、②倒壊したタンクが配管を破損したことによりLPG が漏えいしたこと、③LPGが大

量に漏えい、滞留しており、現場に近づくことができず開放状態で固定措置がなされていた緊急遮断

弁を締めることができなかったこと、④その後、火災が発生し、継続・拡大したこと等、様々な要因

が重なり、特殊な条件下で発生した、極めて稀な災害であった。

これらの発生要因を排除することで、同種の災害の発生の可能性は一層低くなるものと考えられる。

１ 特定事業者における予防対策

特定事業者は、この事故の原因・教訓を踏まえ、特殊な状況が生じることのないよう、前節及

び前々節の予防対策に定めるもののほか、より安全性を高めるための対策を積極的に推進する。

（１）LPG球形タンクの鋼管ブレース（脚部の筋交い）の耐震補強

改正後の耐震基準の施行日より前に設置許可を受けたLPG球形貯槽の鋼管ブレースの交差部

分について、改正後の耐震基準による耐震性評価を行い、耐震性を確認する。評価の結果、改

正後の耐震性能を有していない場合には、必要な改修を行い、改正後の耐震基準に適合させる。

（２）耐圧試験時等の水張り

耐圧検査において、LPGタンクにLPGより比重の大きい水等を満たそうとするときは、当該

タンクが倒壊したとしても、当該タンク付近の配管、設備等が破損し、その結果としてLPGの

漏えいが発生しないように配管等を保護し、又は配管等と他の部分と確実に遮断（縁切り）し

てLPGを除去する等の措置を行うとともに、水等を満たしている期間は、必要最小限とする。

また、開放検査においてもこれに準じて行う。

（３）緊急遮断弁の定期的な動作確認

緊急遮断弁の起動装置等については、常時、人のいる計器室等に設置する等、非常時に迅速

な対応を可能とする措置を講じるよう努めるとともに、定期的な動作確認を行う。

（４）その他の対策

BLEVE発生までの時間を引き延ばすこと（万が一避難が必要な場合の避難時間の確保）、ある

いはBLEVE発生抑止に有効と考えられる冷却設備の設置、緊急遮断弁の耐火性向上、ガス漏え

いや火災の早期検知のための設備の導入等について、事業所内の施設等の配置、構造等を踏ま

えて起こりうる災害を想定し、優先順位を付けて計画的な実施に努める。

また、隣接事業所への影響が懸念される場合には、施設等の実情に合わせてハード・ソフト

両面からの対策を講じるとともに、迅速な情報提供による影響の回避等の対策を事業者間で協

議し、災害の拡大防止に努める。
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２ 防災関係機関における予防対策

関東東北産業保安監督部、静岡労働局、海上保安部、県及び市は前節及び前々節の予防対策に

定めるもののほか、極めて稀な災害の予防のため、特定事業者を指導する。

第４節 防災教育及び防災訓練の実施

１ 防災教育

（１）特定事業所における防災教育

特定事業所は、協力会社も含めた全従業員を対象に、次のとおり防災教育及び訓練を計画的

かつ的確に実施し、平常時の安全確保と災害時の応急活動の万全を期する。

ア 平常時から、操作ミス、不注意あるいは作業基準に定める作業手順の省略等、慣れから基

本的な安全確認を怠ることのないよう、作業基準、点検整備基準等の安全保安教育を徹底す

る。

また、過去の事故事例等を活用し異常事態を想定した的確な判断能力の付与及びその際と

るべき措置の周知徹底、火災、爆発等の事故時の作業員の役割等を重点とした、安全教育を

実施する。

イ 予想される装置のトラブルに速やかに対処できるよう、運転技術の向上及び運転装置、関

連装置の習熟を図る。

ウ 事業所内の防災責任者による現場査察を適宜実施し災害発生の防止に努めるとともに防災

管理意識の高揚、啓発を図る。

エ 事業所の防災管理者等を防災業務に関する研修・講習に積極的に参加させ、一層の能力向

上が図られるよう努める。

オ 広域共同防災組織の構成事業所は、広域共同防災規程に基づき、大容量泡放射システムの

取扱い等の習熟を図る。

（２）防災関係機関等の地震防災教育

防災関係機関、特定事業者及び防災関係団体は、当該機関等の職員及び特定事業所の職員等

に対し随時に防災研修会、講演会等を開催して必要な防災知識の普及を図るものとする。

特別防災区域内でLPG球形タンクを設置している事業所は、従来から取り組んできた災害防

止対策に加え、東日本大震災の爆発事故を踏まえた次に掲げる対策を実施している。

・法定の耐震基準を上回る耐震設計

・球形タンク脚部の耐熱措置

・防消火・冷却設備の設置

・LPGタンクの鋼管ブレース（脚部の筋交い）の耐震性確認（補強）

・開放検査時の水張りの取り止め

・遠隔操作が可能な緊急遮断弁の設置、定期的な動作確認の実施

LPG球形タンクの爆発（BLEVE）防止対策
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ア 実施方法

（ア）研修会及び講演会等の実施

（イ）現地調査等の実施

（ウ）防災活動手引等の作成、配布

イ 実施内容

（ア）防災関係法令の周知徹底

（イ）災害予防措置、避難方法等安全教育

（ウ）地震、風水害等自然災害に関する基礎知識

（エ）東海地震、南海トラフ地震等対策として必要な事項

ａ 地震に関する基礎知識

ｂ 東海地震、南海トラフ地震等の発生に関する知識

ｃ 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

ｄ 東海地震、南海トラフ地震等の危険度の試算の内容

ｅ 「静岡県地震対策推進条例」に規定する対策

ｆ 「静岡県地域防災計画」の内容と県が実施している地震対策

ｇ 地震が発生した場合及び予知された場合に、具体的にとるべき行動に関する知識

ｈ 南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震注意、巨大地震警戒）が発表された場合

に具体的にとるべき行動に関する知識

ｉ 職員等が果たすべき役割

ｊ 東海地震に関連する情報及び警戒宣言の意義と、これらに基づきとられる措置

ｋ 南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震注意、巨大地震警戒）の内容及びこれに

基づきとられる措置

ｌ 家庭の地震対策と自主防災組織の育成強化対策

ｍ 地震対策の課題その他必要な事項

（３）住民への地震防災教育

県及び市は、特別防災区域内の住民に対し、パンフレット、ポスター等の配布、講演会の開催

等により、防災思想の普及啓発を図るものとする。

なお、この場合、自主防災組織の積極的な活用を図る。

東海地震、南海トラフ地震等対策として特に次の事項について周知するものとする。

ア 東海地震、南海トラフ地震等の基礎的な知識

イ 東海地震、南海トラフ地震等の危険度の試算の内容

ウ 「静岡県地震対策推進条例」に規定する対策

エ 突然地震が発生した場合の行動指針等の対応対策

オ 東海地震に関連する情報及び警戒宣言の意義と、これらの情報発表時の行動指針等の基礎

知識

カ 南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震注意、巨大地震警戒）の内容及びこれらの情
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報発表時の行動指針等の基礎知識

キ 緊急地震速報の意義と受信時にとるべき措置

ク 地域及び事業所等における自主防災活動及びそれらの連携の重要性

ケ 防災関係機関等が講ずる地震防災応急対策及び災害応急対策

コ 津波危険予想地域、山・崖崩れ危険予想地域等に関する知識

サ 避難地、避難路、その他避難対策に関する知識

シ 住宅の耐震診断と補強及び耐震改修、ブロック塀の倒壊防止、家具の固定、ガラスの飛散

防止、火災予防、非常持出品の準備等の平常時の準備

ス 消火、救出・救助、応急手当等に関する知識

セ 避難生活に関する知識

ソ 災害時要援護者への配慮

タ 安否情報の確認のためのシステム

２ 防災訓練

特定事業者及び防災関係機関は、警戒宣言発令時、南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時

における防災活動を迅速かつ的確に行うことができるよう相互の連絡協調体制を確立し、共同防

災組織及び広域共同防災組織との合同による現実に即した防災訓練を実施し、防災体制の確立を

図る。

なお、上記の防災訓練は、年１回以上実施する。

（１）訓練の区分

実施訓練又は図上訓練

（２）訓練内容

ア 平常時想定

（ア）緊急通報訓練

（イ）従業員の救助・救護訓練

（ウ）火災、爆発防御訓練

（エ）タンカー等船舶火災防御訓練

（オ）流出油等処理訓練

（カ）可燃性ガスの漏えい防御訓練

（キ）大容量泡放射システム出動・設定訓練

（ク）情報収集伝達訓練

（ケ）その他必要な訓練

イ 地震時等想定（その他の異常な自然現象時を含む。）

（ア）非常参集訓練

（イ）危険物施設等の点検、整備訓練

（ウ）複数災害同時発生対応訓練

（エ）その他必要な訓練
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ウ 極めて稀な災害の想定

（ア）緊急通報訓練

（イ）火災、爆発防御訓練

（ウ）情報収集伝達訓練

（エ）避難誘導訓練

（オ）その他必要な訓練

第５節 防災資機材等の整備計画

１ 特定事業者の整備計画

特定事業者は、石災法に定める防災資機材の整備はもとより、災害の規模及び態様に応じた各

種防災資機材の充実並びに共同備蓄の推進を図るとともに、これらの適正な管理に努める。

また、共同防災組織、近隣事業所間での防災資機材等の相互応援協定の拡充等、より広域的な

応援体制の検討を進める。

（資料第３－２「自衛防災組織、共同防災組織の防災資機材等一覧表」参照）

（資料第３－３「神奈川・静岡地区広域共同防災協議会の防災資機材等一覧表」参照）

２ 防災関係機関の整備計画

防災関係機関は、特別防災区域に係る災害が発生した場合、迅速かつ適切な応急対策を実施す

るため、防災資機材等の整備を図るとともに、その保有状況等を常に把握し、相互協力により、

合理的な防災活動ができるように努める。

（資料第３－４「防災関係機関の防災資機材等一覧表」参照）

第６節 通信設備整備計画

特別防災区域に係る災害の発生に対応するため、情報の収集及び伝達に必要な通信手段の整備に努

めるものとする。

１ 特定事業者

特定事業者は、災害が発生した場合、初期防災体制の充実及び消防機関等に対する通信手段を

確保するため、次の事項について積極的に推進する。

（１）通信手段の複数確保

消防機関、特定事業所及び共同防災組織の基地と相互に通信できる専用通信手段の整備に

努める。

また、東海地震、南海トラフ地震等の地震発生時の一般の通信連絡網の通信不能等の状況

が予想されるので、有線通信設備の他に防災相互通信用無線局の設置等通信手段の多重化に

努める。（資料第３－１「防災相互通信用無線局一覧表」参照）

（２）従業員の招集手段の整備

夜間・休日等の災害の発生に対し、初期防災体制の強化を図るための従業員の招集につい
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て、一元的に実施できるよう招集手段の強化に努める。

（３）災害時における通信手段の整備

災害時においては、その保有する通信設備のみでは対処できないことを考慮し、携帯電話、

携帯無線等の設置に努める。

（４）通信資機材の点検整備

通信設備は定期的に点検整備を行い、緊急時にトラブルの発生がないように管理する。

また、停電時を考慮して、通信設備や事業所内放送設備等の非常電源の確保に努める。

２ 防災関係機関

防災関係機関は、各機関所属の無線通信設備の強化を図るとともに、防災関係機関が相互に通

信できる防災相互通信無線設備の維持に努める。

第７節 防災に関する調査研究

石災法等関係法令の運用並びにこの計画の整備充実に資するため、特別防災区域、特定事業所等の

実態をはじめ、災害の特性、災害の防止等に関する調査、研究を必要に応じ実施し、その成果につい

て十分な活用を図る。

１ 特別防災区域及び特定事業所等の実態調査

防災関係機関は、特別防災区域及び特定事業所等に係るそれぞれの所管事項について、実態の

把握、整理に努め、必要な場合は、相互に情報の交換を図る。

県及び市は、特別防災区域、共同防災組織及び特定事業所等について、年１回実態調査を実施

し防災関係機関における活用を図る。

（１）特別防災区域の概要

（２）共同防災組織の概況

（３）広域共同防災組織の概況

（４）特定事業所等の概況

ア 特定事業所等の概要

イ 石油等の貯蔵、取扱及び処理量

ウ 危険物、高圧ガス施設の状況

エ 特定防災施設、防災資機材等、防災要員の現状及び計画

オ その他

（５）県及び市の消防力等の状況

２ 調査、研究の実施

災害予防対策及び災害応急対策の効果的な実施を図るため、必要に応じ特定事業者及び防災関

係機関は相互に協力して次に掲げる調査研究を行う。

（１）危険物、高圧ガス等に関する特殊災害事例等により災害の原因及び災害に対する措置につい

ての調査、研究
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（２）防災施設及び防災資機材の新設、改良に関する調査、研究

（３）特別防災区域に係る地震、津波、火災、暴風等自然災害による被害想定調査、研究

（４）迅速、的確な初動体制をとるための防災活動に関する調査、研究

（５）エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の適用範囲と

活用方法に関する調査・研究

（６）その他防災対策上参考となる事項に関する調査、研究

３ 調査、研究に対する協力

防災関係機関及び特定事業者は、国の機関又は他の団体が行う防災に関する調査、研究に対し

て積極的に協力する。

第８節 航空機事故に関する予防計画

１ 航空安全確保に関する規制

東京空港事務所は、航空機による特別防災区域の災害を防止するため、次のとおり航空機の運

航の規制を行う。

ただし、捜索又は救助のために行う航行については適用しない。

（１）特別防災区域内での離発着の禁止

（２）特別防災区域上空における飛行訓練及び試験飛行の禁止

（３）航空法第８１条ただし書きの最低安全高度以下の許可を行わないこと。

２ 防災関係機関の措置

（１）東京空港事務所

東京空港事務所は航空機の墜落事故による災害の発生を未然に防止するため、次の予防措置

を行うとともに、訓練の実施など、不測の事態の発生に備える。

ア 安全運航の徹底を図るための指導・監督

イ 航空に関する防災知識の普及

（２）県及び市

必要に応じ東京空港事務所に対し、航空機の運航の監督及び行政指導の強化を要請する。

機関名 電話番号 FAX番号

東京空港事務所 03-5757-3000 03-5756-1511

静岡県危機管理部消防保安課 054-221-2076 054-221-3327

静岡市消防局警防部警防課 054-280-0160 054-280-0168
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第６章 地震防災応急対策計画

地震による災害の未然防止と被害の拡大防止を図り、特別防災区域内の住民、特定事業所等におけ

る生命、身体及び財産の保全を図るため、大震法第３条第１項の規定に基づく地震防災対策強化地域

に東海地震注意情報の発表若しくは警戒宣言が発令された場合、又は南海トラフ特措法第３条第１項

の規定に基づく南海トラフ地震防災対策推進地域に南海トラフ地震臨時情報が発表された場合に、実

施すべき地震防災応急対策について、県、市、防災関係機関及び特定事業所は、この計画に基づいて

それぞれ具体的な事項等を定めるものとする。

なお、平成29年 11月１日から、気象庁は東海地震のみに着目した「東海地震に関連する情報」に

代わり、「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を開始し、令和元年５月より「南海トラフ地震臨時

情報」と「南海トラフ地震関連解説情報」として発表している。

第１節 平常時の防災対策

１ 要員の確保

東海地震注意情報若しくは南海トラフ地震臨時情報発表時、又は警戒宣言が発令された場合の

防災関係機関及び特定事業所の地震防災応急対策の実施にあたっては、必要な要員を速やかに確

保する防災体制を整備し要員を配備する。この際、地震の発生時間や規模によって被害状況や参

集可能な要員を想定し、状況に応じた参集方法等を定めるのものとする。

また、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意、巨大地震警戒）が発表された場合、１週間か

ら２週間程度、注意又は警戒体制が継続することから、交代要員についても配慮した活動体制を

整備すること。

２ 活動体制の整備

（１）県の措置

県は、東海地震注意情報又は南海トラフ地震臨時情報発表時、情報の的確かつ迅速な収集及

び伝達を行う体制を確立しておく。また、警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）が発表された場合は、第２章の規定に基づく体制により、大震法第１６条の規定に

基づき設置する静岡県地震災害警戒本部と連絡を密にして、情報の的確かつ迅速な収集及び伝

達を行う体制とする。

（２）市の措置

市は、東海地震注意情報又は南海トラフ地震臨時情報発表時、情報の的確かつ迅速な収集及

び伝達を行う体制を確立しておく。また、警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）が発表された場合は、第２章の規定に基づく体制により、大震法第１６条の規定に

基づき設置する静岡市地震災害警戒本部と連絡を密にして、情報の的確かつ迅速な収集及び伝

達を行う体制とする。

（３）消防機関の措置

市消防局は、防災資機材の点検及び出動体制を前もって確立しておく。
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（４）その他の防災関係機関の措置

防災関係機関は、東海地震注意情報若しくは南海トラフ地震臨時情報発表時、又は警戒宣言

が発令された場合には、第２章の規定に基づく体制により、それぞれの防災応急計画等の定め

るところによる活動体制をあらかじめ確立しておく。

（５）特定事業所の措置

特定事業所は、東海地震注意情報又は南海トラフ地震臨時情報発表時、情報収集するなど、

自衛防災組織の準備体制を講ずる。警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）が発表された場合は、防災規程等に定めるところにより、地震防災応急対策を実施するた

めの自衛防災組織を立ち上げ、必要な防災要員を配備するとともに、防災資機材の起動点検・

数量確認及び搬出準備を行う活動体制を確立しておく。

また、相互応援協定に基づき、自衛防災組織を派遣する応援体制及び受援体制を立ち上げ、

災害に対応する。

（６）共同防災組織の措置

共同防災組織は、東海地震注意情報又は南海トラフ地震臨時情報発表時、情報収集するなど、

共同防災組織の準備体制を講ずる。また、警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）が発表された場合は、共同防災組織は、構成する事業所における災害の発生又は拡

大を防止するため、化学消防車、高所放水車等の出動体制の確立、消火薬剤等の点検を行い、

自衛防災組織と緊密な連携のもとに一体となった災害応急対策を的確に実施できる体制をあら

かじめ確立しておく。

（７）地震防災教育の実施

防災関係機関及び特定事業所は、住民に対する地震防災教育を第５章第３節１のとおり実施

する。

（８）防災訓練の実施

防災関係機関及び特定事業所は、大規模な地震を想定し、東海地震注意情報若しくは南海ト

ラフ地震臨時情報発表時、又は警戒宣言の発令時に伴う地震防災応急対策及び地震・津波に対

する災害応急対策を含む訓練を実施する。

第２節 防災関係機関の活動

警戒宣言発令時又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表時の県、市及び防災関係機関

の防災活動組織、要員の確保及び防災活動の概要について定める。また、東海地震注意情報又は南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を受けた場合には、警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震警戒）の発表に備えて、緊急措置の実施準備・その他必要な措置を行なうものとする。

１ 県

（１）現地本部の設置

（２）警戒宣言等その他情報の収集及び伝達

（３）地震防災応急対策及び社会秩序の維持に必要な事項の広報
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（４）県の管理する港湾施設の災害応急措置及び港湾機能の確保

（５）県の管理する防潮扉の開閉及び樋門等の操作

（６）緊急輸送の実施または調整

（７）市及びその他防災関係機関の防災事務または業務に係る調整

（８）その他地震防災上の措置

２ 県警察

（１）情報の収集、伝達及び広報

（２）避難の指示及び誘導

（３）警戒区域の設定及び警戒警備

（４）交通規制、警戒区域の設定その他社会秩序の維持

（５）緊急通行車両等の確認及び確認証明書の交付

（６）社会秩序の維持

３ 市

（１）現地本部の設置に必要な措置

（２）警戒宣言発令時又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表時の代表特定事業所、

住民等への伝達

（３）地震防災上必要な情報の収集、伝達

（４）避難の勧告、指示及び誘導、避難者の救護並びに救援物資の供給

（５）自衛防災組織及び共同防災組織との連携

（６）その他地震防災上の措置

４ 防災関係機関

防災関係機関は、警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された

場合、地震応急対策として概ね次の措置を講ずるものとする。また、東海地震注意情報又は南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を受けた場合には、警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震警戒）の発表に備えて、緊急措置の実施準備、その他必要な措置を行うものと

する。

（１）関東管区警察局

管区内各県警察の実施する警備活動の連絡調整

（２）関東東北産業保安監督部

火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、都市ガスの保安確保

（３）中部近畿産業保安監督部

電気の保安確保

（４）国土交通省中部地方整備局

ア 道路施設対策等



60

イ 港湾施設対策等

（５）国土交通省中部運輸局

ア 鉄道事業者に対し、最寄駅等で停車した列車乗客の安全な避難誘導の指導

イ 運輸関係等業者に対し、迅速・正確な情報の伝達

ウ 緊急輸送に必要なトラック・バス等の車両及び船舶の配置の要請

エ 海上保安部と協力して海運事業者の応急措置の実施指導

（６）東京管区気象台（静岡地方気象台）

ア 県知事に対する東海地震予知情報又は南海トラフ地震臨時情報の通報

イ 東海地震予知情報又は南海トラフ地震臨時情報等の照会に対する応答と解説

ウ 異常現象に関する情報が市長から通報された場合、すみやかに気象庁に報告し、適切な措

置を講ずること。

（７）第三管区海上保安本部（清水海上保安部）

ア 港内在泊船舶に対する東海地震予知情報又は南海トラフ地震臨時情報の伝達

イ 湾内における船舶交通の入港制限、禁止

ウ 海水浴客等に対する情報伝達

エ 海上における治安の維持、海上交通の安全確保

オ 中部運輸局と協力して海運事業者の応急措置の実施指導

５ 特定事業所

特定事業所等は、警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された

場合、緊急の保安措置を講ずるものとする。

また、東海地震注意情報又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を受けた場合には、警

戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表に備えて、緊急措置の実施準

備・その他必要な措置を行なうものとする。

（１）特定防災施設等の管理強化及び防災組織の設置

（２）防災資機材の起動点検・数量等の確認及び搬出準備

（３）製造施設、貯蔵施設、用役施設等の点検・維持管理の徹底

（４）防災設備の点検

（５）緊急時の応急措置の徹底

（６）通報連絡体制の確立

（７）防災本部への応急対策実施報告書の提出

（８）その他地震防災上必要な措置

６ 地震防災応急対策組織の設置

（１）防災本部の措置

県は、大震法に基づき設置される地震災害警戒本部又は地域防災計画の定めにより設置され

る災害対策本部と連携を密にして活動体制の確立を図り、現地本部を設置し、防災本部との連
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絡調整に努める。

（２）現地本部

ア 組織

（ア）現地本部は、現地本部長及び現地本部員で構成し、現地本部長は市長とする。

（イ）現地調整所は、現地本部員の属する機関の職員で構成する。

（ウ）現地本部事務局は、基本的には第２章の図２－２現地本部組織及び事務局のとおりとする。

イ 事務

（ア）情報の収集及び防災本部への報告並びに防災関係機関への伝達

（イ）防災関係機関等が実施する地震防災応急対策に係る連絡事項

（ウ）防災関係機関等間の相互の連絡調整

（エ）地震防災応急対策に必要な事項の実施

（３）設置場所

静岡市地震災害警戒本部に現地本部を設置するとともに、現地調整所の開設準備を行う。

（４）現地本部の廃止

警戒宣言が解除された時、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表後に国から防災

対応の解除の呼びかけが行われた時、又は災害発生後において、現地本部長の意見を聴き、

災害応急対策がおおむね完了したと防災本部長が認めた時は、現地本部を廃止する。

第３節 警戒宣言等の情報伝達

防災本部は、特別防災区域に東海地震注意情報若しくは南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

の発表、又は警戒宣言が発令された場合、特定事業所への通報及び防災関係機関に迅速かつ的確に連

絡する体制を整備し、防災応急対策の適切な実施を図るものとする。なお、防災関係機関への地震情

報等の連絡については、県地域防災計画の定めを準用する。

１ 連絡を行う情報等の種類

（１）大規模地震対策特別措置法に基づく東海地震に関連する情報

ア 東海地震注意情報

イ 東海地震予知情報

ウ 警戒宣言

（２）南海トラフ地震に関連する情報

ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震注意、巨大地震警戒、調査終了）

イ 南海トラフ地震関連解説情報
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【参考】気象庁が発表する南海トラフ地震に関連する情報

なお、「南海トラフ地震臨時情報」は、情報名の後に次のキーワードを付記して、「南海トラフ

地震臨時情報（調査中）」等との形で情報発表される。

情報名 情報発表条件

南海トラフ地震

臨時情報

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿い

の大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、又は調査を

継続している場合

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

南海トラフ地震

関連解説情報

・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表

する場合

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査

結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合

を除く）

※既に必要な防災対応が取られている際は、調査を開始した旨や調査結

果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合がある

キーワード 各キーワードを付記する条件

調査中

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」

を開催する場合

・監視領域（想定震源域内及び想定震源域の海溝軸 50km 程度）内でマグニ

チュード6.8以上の地震が発生

・１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に他の複数の観測点でもそれに

関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界で通常

と異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合など、ひずみ計

で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性のあ

る現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認めら

れる現象を観測

巨大地震注意

・監視領域内において、モーメントマグニチュード7.0以上の地震が発生し

たと評価した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く）

・想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべりが

発生したと評価した場合

巨大地震警戒
想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード8.0以上

の地震が発生したと評価した場合

調査終了
（巨大地震注意）、（巨大地震警戒）のいずれにも当てはまらない現象と評価

した場合
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２ 警戒宣言等の伝達経路及び方法

県は、警戒宣言、東海地震若しくは南海トラフ地震に関連する情報が県に伝達された場合、市

へ正確かつ迅速にその情報を伝達する。

情報の伝達を受けた市は、その情報を特定事業所等へ伝達するものとする。

（１）防災本部から防災関係機関等への伝達経路及び方法は次図のとおりとする。

（第３章第３節 図３－２，３－３ 再掲）

ア 警戒宣言の連絡系統

図 ６－１ 警戒宣言発令時の連絡系統

イ 東海地震又は南海トラフ地震に関連する情報の連絡系統

図 ６－２ 東海地震又は南海トラフ地震に関連する情報の連絡系統
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３ 応急対策の実施状況の報告

特定事業者は、警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたと

きは、地震防災応急対策の実施状況を様式５により現地本部長を経由し防災本部長に報告するも

のとする。

第４節 特定事業所における保安対策

特定事業所は、東海地震注意情報若しくは南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時、又は

警戒宣言が発令された場合、地震災害の未然防止及び保安確保に万全を期するため、地震防災応急対

策計画に基づき、次に掲げる保安対策を実施する。

１ 東海地震注意情報及び警戒宣言、南海トラフ地震臨時情報の内容について、全ての従業員、外

来者へ周知徹底する。

２ 従業員の非常招集を迅速確実に行い、自主防災組織を編成し万全な防災体制に入る。

３ 非常食料・飲料水・救急医療品の確認を行う。

４ 防災資機材等の確認（消防車等の起動点検、待機、作業車両の確保等）を行う。

５ 非常用無線機の点検・配備、非常用電源の点検を行う。

６ 工事現場においては工事の中断、状況の把握、危険物の養生を行い、工事現場から作業員を退

去させる。

７ 製造プラント、用役プラントは、運転状況の確認、安全点検を実施し、運転停止を含む対応を

行う。

８ 着桟橋前の船舶は全て着桟を中止し、荷役中の全ての船舶は荷役を中止し離桟する。

９ 屋外タンク貯蔵所の油量の平均化の対応を行う。

10 その他災害応急対策計画に関する措置

第５節 消防対策

関係機関は、東海地震注意情報又は南海トラフ地震臨時情報（調査中、巨大地震注意、巨大地震警

戒）が発表されたときは、火災、油の流出等の二次災害の発生を未然に防止し、また、その被害を低

減するため、次に掲げるところにより消防対策を実施するものとする。

１ 特定事業所における措置

特定事業所は、当該特定事業所等で定める応急計画等に基づき、迅速かつ的確に出火防止対策、

防災資機材の点検等、地震防災応急対策を実施するものとする。

２ 消防機関における措置

消防機関は、出火防止のための広報、防災資機材の点検にあたるとともに、特定事業所等が実

施する地震防災応急対策を指導するものとする。



65

３ 海上保安部における措置

海上保安部は、火災、油の流出の警戒にあたる準備を行うとともに、特定事業所等が実施する

海上災害に係る地震防災応急対策を指導するものとする。

第６節 医療対策

東海地震注意情報又は南海トラフ地震臨時情報が発表されたときには、速やかに、救急資機材、医

療品等を点検するとともに、出動に備えるものとする。（救急用資機材、医療品等は最大限の災害を想

定して十分に用意し、かつ常に点検補充をしておくものとする。）

１ 特定事業所の措置

特定事業所は、事業所内の災害発生直後の人命救出活動を的確に行うため消防本部、県警察及

び医療機関等との連絡が行える体制を整える。

２ 消防機関、県警察及び海上保安部の措置

救出活動及び負傷者の搬送、医療機関との連絡調整を行い、速やかに行動に移ることができる

体制を整える。

３ 防災関係機関の措置

市は救出活動体制を整えるとともに、市の救助力のみでは救出活動に支障が生じると判断され

る状況が想定される場合、県に対し隣接市町、緊急消防援助隊等の応援を求める体制を整える。

第７節 避難対策

警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合は、地域住民の生

命及び身体を保護するため必要な避難誘導措置を的確かつ円滑に遂行する。また、必要に応じ避難計

画（第７章第４節）に基づき避難措置を実施する。

１ 特別防災区域内の住民等

警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、市長、警察

官は速やかに特別防災区域内の住民等に対し避難勧告を行い誘導する。

２ 特定事業所

警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、災害応急対

策に定めた避難誘導計画により避難を実施する。なお、外来者については、あらかじめ定めた安

全な場所へ誘導する。
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第８節 交通対策

警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、県警察は災害時

に必要な物資及び防災資機材等の緊急輸送路並びに避難路の確保を行うため、特別防災区域内への緊

急車両以外の車両等の立入りを禁止し、安全かつ迅速に運行できるように交通規制を的確に行う。

また、災害応急対策の従事する者以外の者に対する立入りの制限又は禁止の措置を行う。

海上保安部は、特別防災区域に接岸中の避難対象船舶に対し、港外への避難勧告を出すとともに、

前記区域への対象船舶入港制限の措置をとる。

第９節 緊急輸送計画

警戒宣言の発令又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、緊急輸送は、地

震防災応急対策を実施するための要員、食料、医療品、防災資機材等について実施するものとし、実

施にあたっては、現地本部長が輸送の量、経路等について、関係機関と十分調整し必要最小限の範囲

で実施するものとする。

１ 緊急輸送車両の確保

県、市及び関係機関は、発災後の緊急輸送に備えて、輸送用の車両等の確保を図るものとする。

２ 緊急輸送車両等の確保

緊急輸送車両等は、大震法第１２条に規定されている緊急輸送車両確認証明書及び標章の交付

された車両とする。

緊急輸送車両の確認手続きの詳細は、静岡県地域防災計画地震対策編の交通の確保活動を参照

にて行う。
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様式５

特定事業所地震防災応急対策実施状況報告書

令和 年 月 日

静岡県石油コンビナート等防災本部

本部長 静岡県知事 様

報告者 事業所名

事業所所在地

代表者名

調査日時 令和 年 月 日 午前・午後 時 分

報告担当者

事業所が行った処置事項 対 応 状 況

従業員、外来者、周辺住民等への周知徹底 １ 完了 ２ 実施中

従業員の非常参集の状況 １ 完了 ２ 参集中（ ％） ３ 未実施

自主防災組織の設置状況 １ 設置 ２ 準備中 ３ 未設置

非常食料・飲料水・救急医療品の確認状況 １ 完了 ２ 準備中 ３ 未確認

防災資機材等の確認状況 １ 完了 ２ 確認中 ３ 未確認

非常用無線の点検・配備・非常用電源の点検状況 １ 完了 ２ 点検中

工事現場からの作業員の退去状況 １ 完了 ２ 撤去中 ３ 未実施

製造プラントの運転状況 １ 停止 ２ 一部停止 ３ 点検中 ４ 継続

用役プラントの運転状況 １ 停止 ２ 一部停止 ３ 点検中 ４ 継続

着桟前及び荷役中の船舶の状況 １ 離桟 ２ 準備中 ３ 継続

危険物施設の操業状況 １ 停止 ２ 一部停止 ３ 点検中 ４ 継続

高圧ガス製造施設の運転状況 １ 停止 ２ 一部停止 ３ 点検中 ４ 継続

屋外タンクの油量の平均化作業 １ 完了 ２ 実施中 ３ 未実施

その他災害応急計画に関する措置
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第７章 災害応急対策計画

特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、迅速かつ的確な応急措置を実

施するために防災関係機関並びに特定事業者は、次のとおり防災体制を確立し、応急対策を総合的に

実施するものとする。

第１節 平常時災害応急対策計画

１ 陸上施設等火災・爆発応急対策計画

特定事業所に係る火災・爆発による災害の発生及び拡大を防止するための応急対策について以

下のとおり定める。

（１）実施機関

ア 防御活動は、市消防局、自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織が一体となっ

て行う。

イ 火災・爆発の規模によりさらに消防力を必要とする場合には、特別防災区域内の特定事業

者は協定に基づき、その保有する消防隊を出動させて応援するとともに、市長は必要に応じ

て隣接市町に対し応援を要請する。

（２）防御活動の分担

災害に伴う火災の防御活動は、消防長が指揮統制を行う。

ア 市消防局

市消防局は、石油コンビナート災害警防活動基準の定めるところにより防御活動を行う。

イ 自衛防災組織

（ア）災害が発生した特定事業所（以下、「発災事業所」という。）の自衛防災組織は、直ちに

防御活動を実施するとともに、応援隊の受入体制を整備する。

（イ）他の特定事業者の自衛防災組織は、出動に備え準備体制をとる。

ウ 共同防災組織

共同防災組織は、共同防災規程に基づき直ちに災害現場に出動し、自衛防災組織と協力し

て防御活動を行う。

エ 広域共同防災組織

浮き屋根タンク全面火災の発災若しくは拡大のおそれのある特定事業所は、広域共同防災

規程に基づき、広域共同防災組織に大容量泡放射システムの輸送、配備を要請するとともに、

大容量泡放射システムの受入、設定のための事前措置を講ずる。

広域共同防災組織は、警防計画及び警防活動計画に基づき大容量泡放射システムの輸送、

設定を行う。

オ 応援隊

隣接市町長及び他の特定事業所の自衛防災組織は、要請又はあらかじめ締結された応援協

定に基づき防御活動を行う。
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（３）防御活動の基本

ア 消防長は、火災発生を覚知した時は、出動計画に基づき消防隊を出動させる。

イ 出動する消防隊は、泡消火薬剤等の必要な機材を携行し、現場到着後は指揮本部の指示に

より消防活動を実施する。

ウ 消防長は、火災の拡大や二次爆発の可能性により周辺住民に危険が及ぶと判断した場合は、

この計画に定める避難誘導計画に基づき、直ちに所要の措置を講ずる。また、火災の場合に

は、周辺民家への延焼を防止するための消火活動を優先して行う。

エ 高圧ガス等の可燃性ガスの火災の場合において、ガスの流出閉止作業が困難な場合は、ガ

スの拡散を防止するため、直接消火をさけ周囲の危険を排除しながら燃焼させる。特に可燃

性の毒性物質の場合は、直接消火は避ける。

オ 消防隊の進入路、配置部署、消火時期及び消火方法等について、現場指揮責任者は、発災

事業所の防災管理者又は自衛防災組織の消防隊長と十分協議のうえ実施する。

カ 消防隊の進入路及び配置部署については、周囲の危険物等の状況を十分把握し、かつ、距

離及び風向等を考慮して決定する。

（４）発災事業所の措置

ア 防災関係機関への通報及び連絡員の配置

イ 装置の運転停止

ウ 自衛防災組織による防御活動

エ 消防機関等の受入体制の整備

オ 周辺住民への広報活動

カ 緊急事態に対する体制の整備

キ 周辺事業所への通報及び協力要請

ク その他災害の規模に応じた必要な措置

（５）防災関係機関の措置

ア 市

（ア）防災関係機関への協力要請

（イ）隣接市町に対する応援要請

（ウ）防災資機材の調達搬入

（エ）周辺住民に対する広報活動

（オ）危険地域の住民に対する避難の勧告及び指示

（カ）警戒地区の設定

（キ）その他災害の規模に応じた必要な措置

イ 市消防局

（ア）防御活動

（イ）エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の活用

（ウ）人命救助及び緊急輸送

（エ）消防団、自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織に対する指示
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（オ）その他災害の規模に応じた必要な措置

ウ 県警察

（ア）災害情報の収集及び伝達

（イ）警戒区域内への立入禁止等

（ウ）被災者の救助

（エ）緊急通行車両の通行の確保

（オ）災害現場周辺の警備並びに広報活動

（カ）その他災害の規模に応じた必要な措置

エ その他の防災関係機関

その他の防災関係機関は、この計画に定めるところにより、防災本部と連携を密にして応

急対策を実施する。

２ 可燃性ガス・毒性物質の漏えい応急対策計画

特別防災区域から区域外へ可燃性ガス・毒性物質が漏えいした場合において、周辺地域住民の

安全確保を図るための応急措置について以下に定める。

（１）実施機関

ア 防御活動は、自衛防災組織、共同防災組織、市消防局及び海上保安部が一体となって実施

する。

イ 警戒区域の設定は、市、市消防局、県警察及び海上保安部が協力して実施する。

（２）防御活動及び危険区域の設定の分担

ア 防御活動は、原則として自衛防災組織及び共同防災組織が行う。

イ 発災事業所以外で同様な施設を有する特定事業所は、応援協定又は要請により防御活動を

行う。

ウ 市消防局は、空気呼吸器等必要な装備を装着した者が防御活動を行う。

エ 海上からの防御活動は、海上保安部の空気呼吸器等必要な装備を装着した者が行う。

オ 警戒区域の設定は、市長等がその機能に応じ周辺地区の濃度測定等の必要な措置を講じて

実施する。

カ 海上の警戒区域の設定は、海上保安部が行う。

（３）防御活動等の基本

ア 通報を受けた市長等は、可燃性ガス・毒性物質の性状及び風向等からみて、速やかに警戒

区域を設定する。

イ 市長等は、警戒区域を設定した場合は、速やかに警察等防災関係機関に連絡し、協力を求

める。

ウ 設定した警戒区域においては、ガス検知器により状況を把握し、必要に応じ警戒区域を変

更する。

エ 発災事業所の自衛防災組織は、速やかに閉止作業を実施するとともに、事業所内に応援隊

の集結場所を明示する。
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オ 可燃性ガスの場合は、火気の使用中止を徹底する。

カ 水利部所は、風上、風横のものを使用する。

キ 警戒区域内への進入の際には、必ず空気呼吸器等の保護具を装着させ、噴霧筒先を重点的

に配備し、援護注水を行う。

ク 警戒区域内での噴霧筒先は固定し、隊員は、安全な場所へ退避させる。

ケ 中和反応による発熱については特に注意し、周囲の危険物等の除去を行う。

コ 閉止作業は、援護噴霧注水のもとに、風上より実施する。

（４）発災事業所の措置

ア 防災関係機関への通報及び連絡要員の配置

イ 閉止作業及び残ガスや漏えい物の緊急移送等の防御活動

ウ 周辺住民への広報活動

エ 周辺事業所、他の特定事業所へ通報及び協力要請

オ 応援隊の受入れ体制の整備

カ 防御活動に対する助言

キ 緊急事態に対する体制の整備

ク その他災害の規模に応じた措置

（５）防災関係機関の措置

ア 市

（ア）警戒区域の設定

（イ）防災関係機関への協力要請

（ウ）周辺住民に対する広報活動

（エ）危険地域の住民に対する避難の勧告及び指示

イ 市消防局

（ア）防御活動

（イ）被災者の救急救助

（ウ）その他災害の規模に応じた必要な措置

ウ 県警察

（ア）災害情報の収集及び伝達

（イ）警戒区域内への立入禁止等

（ウ）被災者の救助

（エ）避難の指示及び誘導

（オ）緊急通行車両の通行の確保

（カ）災害現場周辺の警備並びに広報活動

（キ）その他災害の規模に応じた必要な措置

エ 海上保安部

（ア）災害情報の収集及び伝達

（イ）関係機関との連絡調整
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（ウ）海上からの防御活動及び被災者の救助

（エ）現場付近海域における火気使用禁止措置

（オ）航泊禁止区域の設定及び航行規制の措置

（カ）現場付近海域の船舶の移動

（キ）その他災害の規模に応じた措置

オ その他の防災関係機関

その他の防災関係機関は、この計画に定めるところにより、防災本部と連携を密にして応

急対策を実施する。

３ 石油等流出防御応急計画

陸上施設及び接岸・接標中のタンカー等から、石油等が流出した場合（以下「流出油」という。)

の応急対策について定める。

なお、危険物タンク等の陸上施設からの流出油については、防油堤内に留まると予想されるが、

堤外へ流出した場合の対策も考慮する。

（１）実施機関

陸上施設及び接岸・接標中のタンカー等からの流出油防御等の活動は、自衛防災組織、共同

防災組織、海上保安部、港湾管理者、県及び市がそれぞれ協力して行う。

なお、海上流出油に対応するため必要に応じ「静岡県沿岸排出油等防除協議会」及び「清水

港石油災害防止会」等の組織の効果的な運営を図る。

（２）防御活動の分担

ア 陸上における防御活動の分担

（ア）流出油の拡大防止及び回収作業等は自衛防災組織が行う。

（イ）流出油がさらに拡大するおそれがある場合、又は拡大した場合は、他の特定事業所の応

援を求めて防御活動を行う。

（ウ）火気使用禁止及び火災予防警戒は、消防長の指揮により自衛防災組織、共同防災組織及

び市消防局が行う。

（エ）消防長は、防御活動を指示するとともに、必要に応じ流出油の状況を海上保安部長に連

絡する。

（オ）海上保安部長は、消防長との連携を密にし、必要に応じ海上警戒を行う。

イ 海上における防御活動の分担

（ア）海上への流出油及び接岸・接標中のタンカー等からの流出油の防除作業は、自衛防災組

織、共同防災組織及び船舶所有者（タンカー等からの流出の場合に限る。）が行う。

（イ）海上での火気使用禁止、危険海域の設定及び海上安全等に必要な指示、措置は海上保安

部長が行う。

（ウ）流出油が海上に及んだ場合の陸上での火気使用禁止及び火災予防警戒は、消防長の指揮

により自衛防災組織及び市消防局が行う。

（エ）タンカー等から油が流出した場合の船長又は船舶所有者に対する防除措置等の指示、命
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令は、海上保安部長が行う。

（３）発災事業所の措置

ア 防災関係機関への通報及び連絡要員の配置

イ 流出源の閉止及び拡大防止措置

ウ タンカーの船長がとるべき措置の指示

エ 火気使用禁止措置

オ 事業所内での危険区域の設定

カ 住民に対する広報活動

キ 流出油の回収措置

ク 周辺事業所、他の事業所への通報及び協力要請

ケ 応援隊の受入れ体制の整備

コ 防除資機材の緊急配備及び防除要員の派遣措置

サ 緊急事態に対する体制の整備

シ その他災害の規模に応じた措置

（４）防災関係機関の措置

ア 市

（ア）災害情報の収集及び伝達

（イ）住民に対する広報

（ウ）危険地域の住民に対する避難の勧告及び指示

（エ）警戒区域の設定

（オ）防災資機材の調達搬入

（カ）他市町長に対する応援要請

（キ）その他災害の規模に応じた必要な措置

イ 市消防局

（ア）災害情報の収集及び伝達

（イ）陸上での火気使用禁止措置

（ウ）流出油拡大防止の指示及び危険区域の設定

（エ）人命救助及び負傷者等の救急搬送

（オ）海上保安部との連絡調整

（カ）その他災害の規模に応じた必要な措置

ウ 海上保安部

（ア）災害情報の収集及び伝達

（イ）関係機関との連絡調整

（ウ）航泊禁止区域の設定及び航行規制の措置

（エ）現場付近海域における火気使用禁止措置

（オ）流出油の防除措置

（カ）原因者がとるべき措置の指示
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（キ）現場海域の船舶の移動

（ク）協議会に対する協力要請

（ケ）その他災害の規模に応じた必要な措置

エ 県警察

（ア）災害情報の収集及び伝達

（イ）警戒域内への立入禁止等

（ウ）被災者の救助

（エ）避難の指示及び誘導

（オ）緊急通行車両の通行の確保

（カ）災害現場周辺の警備並びに広報活動

（キ）その他災害の規模に応じた措置

オ その他の防災関係機関

その他の防災関係機関は、この計画に定めるところにより、防災本部と連携を密にして応

急対策を実施する。

４ 接岸・接標中のタンカー等の火災応急対策計画

タンカー等の火災の防御及び拡大を防止するための応急対策について定める。

（１）実施機関

ア 防御活動は、市消防局、海上保安部、自衛防災組織及び共同防災組織が一体となって行う。

イ 火災の規模により更に消防力を必要とする場合、特別防災区域内の特定事業者は、協定に

基づきその保有する消防隊を出動させて応援するとともに、市長は必要に応じ隣接市町長に

対して応援を要請する。

（２）防御活動の分担

ア タンカー等の消火活動は、「海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚

書」に基づき、相互に緊密な連絡のもとに円滑な消火活動を実施する。

なお、自衛防災組織及び共同防災組織の行う防御活動に対する指示は、陸上にあっては消

防長、海上にあっては海上保安部長が行う。

イ 消防長及び海上保安部長は、それぞれ相互に連絡を密にし、消防力を適正配置して防御活

動を行う。

ウ その他の応援隊の分担については、陸上施設の火災応急対策に準じて行う。

（３）消火活動の基本

ア 陸上からの消火活動の基本は、陸上施設の消火活動の基本に準じて行う。

イ 海上からの消火活動の基本は、次のとおりとする。

（ア）海上保安部長は、巡視船艇を現場に出動させ自衛防災組織及び共同防災組織に対し必要

な指示をするとともに、消火活動を実施する。

（イ）海上保安部長は、必要に応じ周辺海域の船舶に対し、避難勧告及び航行の制限並びに禁

止を行う。
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ウ 自衛防災組織及び共同防災組織は、残油の抜き取りが可能なときは、消防長又は海上保安

部長の指示により油の抜き取り作業を実施する。

（４）発災事業所の措置

ア 防災関係機関への通報及び連絡要員の配置

イ 必要に応じ関係施設の運転停止

ウ 近接導管等の管理者に対する通報と周辺事業所への通報及び協力要請

エ 船長及び乗組員に対する応急対策の指示

オ 自衛防災組織による防御活動

カ 消防機関等の受入れ体制の整備

キ 周辺住民への広報活動

ク 緊急事態に対する体制の整備

ケ その他火災の規模等に応じた措置

（５）防災関係機関の措置

ア 市

（ア）防災関係機関への協力要請

（イ）隣接市町に対する応援要請

（ウ）防災資機材の調達搬入

（エ）周辺住民に対する広報活動

（オ）危険地域内の住民に対する避難の勧告及び指示

（カ）警戒区域の設定

（キ）その他災害の規模に応じた必要な措置

イ 市消防局

（ア）防御活動

（イ）海上保安部等との連絡調整

（ウ）人命救助及び緊急輸送

（エ）自衛防災組織及び共同防災組織に対する指示

（オ）原因者がとるべき措置の指示

（カ）その他災害の規模に応じた必要な措置

ウ 海上保安部

（ア）災害情報の収集及び伝達

（イ）関係機関との連絡調整

（ウ）海上からの防御活動

（エ）航泊禁止区域の設定及び航行規制の措置

（オ）現場付近海域における火気使用禁止措置

（カ）原因者がとるべき措置の指示

（キ）現場海域の船舶の移動

（ク）その他災害の規模に応じた必要な措置
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エ 県警察

（ア）災害情報の収集及び伝達

（イ）警戒区域内への立入禁止等

（ウ）被災者の救助

（エ）避難の指示及び誘導

（オ）緊急通行車両の通行の確保

（カ）災害現場周辺の警備並びに広報活動

（キ）その他災害の規模に応じた措置

オ その他の防災関係機関

その他の防災関係機関は、この計画に定めるところにより、防災本部と連携を密にして応

急対策を実施する。

第２節 自然災害応急対策計画

特別防災区域に係る東海地震、南海トラフ地震等の地震、津波又はその他の異常な自然現象による

二次災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、災害応急活動が的確かつ円滑に遂行できる

よう努めるものとする。

なお、地震、津波等の自然災害により広域的で甚大な災害が発生した場合は、県災害対策本部と一

体となった防災本部組織の運用を図り、必要に応じ県地域防災計画等に定める災害応急対策計画を準

用するものとする。

１ 地震災害に対する措置

（１）特定事業者の措置

ア 地震情報の収集

イ 危険物施設等の緊急予防措置の実施

特定事業者は、あらかじめ危険物施設等の緊急予防措置基準等を定めておき、地震が発生

した場合、震度のレベルに応じて、自社基準に従い措置を講じる。

ウ 事業所内の火気使用を制限若しくは禁止する。

エ 自衛防災組織及び共同防災組織の出動の準備を行う。

オ 事業所内の施設及び設備等について、次の事項について点検し、その結果を市消防局に報

告する。

（ア）石油等貯蔵設備及び配管等の破損、亀裂の有無並びに危険物等の漏えいの有無

（イ）防油堤及び流出防止堤等の破損並びに亀裂の有無

（ウ）防消火設備等の機能の適否

（エ）緊急遮断弁等安全装置類の機能の適否

（オ）電力及び通信設備の機能の適否

カ 点検の結果、設備等に異常があった場合は、直ちに応急措置を実施する。

キ 周辺地域の状況把握
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（２）防災関係機関の措置

ア 市

（ア）地震情報を収集し、特定事業所へ通報する。

（イ）特別防災区域の周辺の被害状況を調査し把握する。

（ウ）地震災害の状況により、速やかに応急対策が講じられるよう体制を整備する。

イ 海上保安部

（ア）地震情報の収集

（イ）船舶及び関係機関に対して、地震等に関する情報の周知

（ウ）船舶に対する航行規制の措置

（エ）水路調査、航路障害物の除去等災害応急対策に必要な物資、資機材等の緊急輸送を確保

するため船舶の通行禁止又は制限

ウ 県警察

（ア）道路、橋梁の破損、決壊等の状況を調査、把握し、総合的な交通規制を実施する。

（イ）危険箇所の警戒・警備、犯罪の予防、パニックの防止措置を行う。

（ウ）避難及び緊急車両の交通確保のため交通規制を実施する。

（エ）住民等の避難の指示及び誘導を市と協力して実施する。

エ 道路管理者及び港湾管理者

（ア）緊急輸送路の確保に努める。

（イ）道路構造の安全のための必要な措置を実施する。

２ 津波、高潮及び台風対策

（１）特定事業所の措置

ア 津波等の情報を収集する。

イ 荷役中の船舶の荷役作業を中止させ、直ちに離岸し安全な場所に避難させる。

ウ 浮遊するおそれがある物件を除去又は固定するとともに、排水口の閉鎖等の措置を講ずる。

エ 自衛防災組織及び共同防災組織の出動準備体制を整える。

オ 事業所内の施設及び設備等について、次の事項について点検し、その結果を市消防局に報

告する。

（ア）石油等貯蔵設備及び配管等の破損、亀裂の有無並びに危険物等の漏えいの有無

（イ）防油堤及び流出防止堤等の破損並びに亀裂の有無

（ウ）防消火設備等の機能の適否

（エ）緊急遮断弁等安全装置類の機能の適否

（オ）電力及び通信設備の機能の適否

カ 隣接事業所の被害状況を把握する。

キ 湛水排除作業を実施する。

（２）防災関係機関の措置

ア 市



78

（ア）津波等の情報を収集し、特定事業所等へ通報する。

（イ）特別防災区域及び周辺の被害状況を調査、把握する。

（ウ）津波等の情報に基づき避難の広報を実施する。

（エ）住民等の避難の指示及び誘導を県警察と協力して実施する。

イ 海上保安部

（ア）船舶等に対し警報を伝達し、避難の指示を行う。

（イ）巡視船艇を出動させ、避難の指導及び警戒等の措置を講ずる。

（ウ）救助を要する者がある場合は、巡視船艇により救助を行う。

ウ 県警察

（ア）道路、橋梁の破損、決壊等の状況を調査、把握し、総合的な交通規制を実施する。

（イ）危険箇所の警戒・警備、犯罪の予防、パニックの防止措置を行う。

（ウ）避難及び緊急車両の交通確保のため交通規制を実施する。

（エ）住民等の避難の指示及び誘導を市と協力して実施する。

エ 港湾管理者

地震災害の状況により、津波災害を防ぐため、防潮扉、桶門の閉鎖等応急対策を講ずる。

第３節 災害広報計画

特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、民心の安全を図るための広報

活動が、的確かつ円滑に遂行できるように努めるものとする。

また、避難後の広報においても、安否状況、応急対策の実施状況等について、被災者への迅速かつ

的確な情報提供に努めるものとする。

１ 実施機関

広報活動の実施は、特定事業者、市、県警察、海上保安部及び防災本部が一体となって行う。

２ 広報活動の分担

（１）特定事業者は、緊急の場合、自らの判断において広報活動を実施するとともに、市長から

指示があった場合は、速やかに実施する。

（２）市長は、災害の発生を知ったとき又はそのおそれがある場合であって、広報活動の必要を

認めるときは、速やかに実施するとともに、特定事業者に対し広報活動の実施を指示する。

（３）県警察は、災害現場において広報の必要を認めた場合は速やかに実施する。

（４）海上保安部は、海上において広報の必要を認めた場合は速やかに実施する。

（５）防災本部は、災害の規模及び拡大状況からみて災害が広範囲に及ぶと予想される場合は、

報道機関の協力を得て広報活動を実施する。
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３ 広報活動の基本

（１）広報の内容は、おおむね次のとおりとする。また、これらの内容については、状況の変化

が無い場合でも、定期的に広報を行うこととする。

ア 災害の発生状況

イ 災害の拡大状況

ウ 周辺住民への措置

エ 避難の勧告及び指示並びに避難場所

オ 災害応急対策の実施状況

カ 住民の安全・安心に関する情報（危険地域の範囲、煙の影響、異臭の影響等）

キ その他必要な事項

４ 特定事業者の措置

（１）広報活動

（２）市長からの指示に基づく広報活動

（３）他の特定事業者に対する協力要請

（４）連絡要員の配置

５ 防災関係機関の措置

（１）市

ア 広報活動

イ 特定事業者に対する広報活動の指示

（２）県警察

現場広報活動

（３）防災本部

ア テレビ、ラジオによる広域的な広報活動

イ 市等防災関係機関による広報活動の実施状況の把握

ウ 防災関係機関等相互の広報活動状況の連絡調整

６ 報道機関への協力

防災関係機関及び特定事業者は、報道機関が行う取材活動に対しできる限り協力する。

テレビ ラジオ

日本放送協会静岡放送局

静岡放送株式会社

株式会社テレビ静岡

株式会社静岡朝日テレビ

株式会社静岡第一テレビ

日本放送協会静岡放送局

静岡放送株式会社

静岡エフエム放送株式会社

株式会社シティエフエム静岡

株式会社エフエムしみず
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第４節 避難計画

特別防災区域において災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあり、住民等の生命及び身体を

保護するために必要があるときは、必要と認める地域の住民等に対し、避難措置を講ずるものとする。

避難が必要な地域の判断については、災害の状況を踏まえ、災害想定や影響評価の考え方を参考に

行うものとする。

特に第４章「災害想定」の第３節「評価結果」で示した想定される災害のうち、参考までに評価を

行った極めて稀な災害については、第５章「災害予防計画」の第３節「極めて稀な災害（LPG球形タ

ンクの爆発（BLEVE））に記載した予防対策を行うことにより、LPG球形タンクの爆発に繋がる様々な

要因が排除され、発生の可能性は極めて低いと考えられる。しかしながら、発生する可能性がゼロで

はないことから、万が一発生した場合に住民等の避難を円滑に行うため、避難の考え方を予め示す。

なお、火災の発生からLPG 球形タンクの爆発に至るまでには、一般的に時間的な猶予がある※ため（市原

市の事例では火災の発生から LPG 球形タンクの爆発に至るまで約 80分）、施設の周辺地域においては、そ

の間に、屋内に退避し、窓等から離れることで安全を確保することが可能である。

※ BLEVEの発生プロセス
・LPG タンク周辺で火災が発生しタンクが加熱されると、タンク内の温度・圧力が上昇する。
・タンク内の圧力が上昇すると、安全弁から機能して液体が蒸発し、冷却されるが、火災が継続して
いる場合は、再び圧力が上昇し、圧力上昇と安全弁放出を何度か繰り返すこととなり、徐々に液面
が低下する。

・タンク内の液相部に接する部分は、熱移動によりあまり温度上昇しないが、気相部はタンク壁が高
温となる。
・タンク材料（素材）は高温になると強度が低下し、タンクの一部が損傷すると、内部圧力は大気圧
まで低下し、LPG は一気に気化し、気化したLPG に引火して爆発に至る。

１ 実施機関

（１）避難勧告、指示及び誘導は、市、県警察及び海上保安部が行う。

（２）従業員に対する避難の指示は、特定事業者が行う。

２ 勧告及び指示の基準

（１）市長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあり、住民等の生命及び身体を保護す

るために必要があるときは、必要と認める地域の住民等に対し避難の勧告をする。また危険の

切迫度及び避難の状況等により急を要するときは、避難を指示する。

（２）警察官又は海上保安官は、市長が避難の指示をすることが出来ないと認めるとき又は市長か

ら要請のあったときは、住民等に対して避難を指示する。この場合、警察官又は海上保安官は、

ただちに避難の指示をした旨を市長に通知する。

（３）知事は、災害の発生により市がその事務の全部又は大部分を行うことができなくなったとき

は、市長に代わって避難の勧告又は指示をする。この場合、知事はその旨を公示する。

（４）特定事業者は、緊急の場合、地域住民に対して避難の広報を行わなければならない。また、

必要に応じて、従業員等に対して避難を指示しなければならない。
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３ 勧告及び指示の内容

避難の勧告及び指示を行う際は、次の事項を伝達し避難行動の迅速化と安全を図る。

(１) 避難勧告又は指示が出された地域名

(２) 避難経路及び避難先

(３) 避難行動における注意事項

４ 勧告及び指示の伝達方法

市長は、危険地域の住民に対して勧告又は指示をしたときは、ただちに対象地区内の自主防災

組織等の責任者へ通報する。また、同報無線や緊急速報メール等を活用するとともに、警察官、

海上保安官及び消防機関の協力を得て、対象地区の住民等に伝達する。

５ 極めて稀な災害に係る避難の考え方（参考）

本災害の特徴として、火災の発生から大爆発に至るまでには時間的な猶予があるため、その間に、

屋内に退避し、窓等から離れることで安全を確保することが可能である。※

※ 東日本大震災における千葉県市原市の石油コンビナートでの LPG タンクの爆発（BLEVE）は、漏え

い、拡散したLPG に着火後、約80分後に発生した。特別防災区域の外側での人的被害や放射熱によ

る被害は認められなかったものの、ガラスの破損やタンク設備の一部の飛散が見られた。

災害事象
影響の評価指標

基準値
避難の考え方

影響範囲

（計算上の参考値）

LPG タンクの

BLEVE

放射熱

長時間肌を露出し

続けた場合に火傷

を起こす強度（5.6

～7.9kW/m2）

ファイヤーボールの継続時間は、計算上約

16～26秒と短時間であり、屋内等に退避す

ることで人的被害は避けられる。

約2,900ｍ（最大）

爆風圧

安全限界（この値

以下では 95％の確

率で大きな被害は

ない）及び推進限

界（物が飛ばされ

る限界）（2.1kPa）

建物等の大きな被害は施設の近傍に限定さ

れる。一方、特別防災区域の外側では、ガ

ラスの破損や建物の多少の被害などが想定

される。そのため、周辺地域では屋内へ退

避するとともに、窓等から離れることで人

的被害の発生の可能性を十分低くすること

ができる。

約1,700ｍ（最大）

破片の飛散 大きな破片の飛散は施設の近傍に集中する

ため、周辺地域では屋内へ退避するととも

に、窓等から離れることで人的被害の発生

の可能性を十分低くすることができる。

約1,900ｍ（最大）
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第５節 警戒・警備計画

特別防災区域において災害が発生し、若しくは拡大するおそれがある場合には、住民の生命、身体

に対する危険防止のために必要に応じて警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の立入を

制限若しくは禁止し、又はその区域から退去させる。

１ 実施機関

市、県警察、海上保安部

２ 警戒区域の種類実施内容

（１）火災警戒区域

（２）海上警戒区域

（３）その他の警戒区域

３ 防災関係機関の措置

（１）市

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において必要があると認めるときは、

警戒区域を設置し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、

若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずるものとする。

警戒警備にあたっては、警察署及び防災関係機関と協力して行うものとする。

（２）県警察

市長から警戒区域の設定について要求があったとき、又は市長が現場にいないときは、警戒

区域を設定し、立入禁止等必要な措置をとる。

また、警戒区域内及びその周辺における危険防止と犯罪の予防、取締りを行う。

（３）海上保安部

災害の発生又は発生するおそれのある海域及びその周辺海域のうち、船舶交通の安全確保並

びに災害応急対策上必要と認める海域を警戒区域として設定し、船舶の航行規制等、必要な措

置を講じる。

また、災害発生地域周辺海域において、犯罪の予防、取締りを行う。

第６節 交通規制対策計画

災害時において物資及び防災資機材等の緊急輸送並びに災害現場付近における人命の危険防止等を

行うための交通規制が、的確かつ円滑に実施できるように努める。

１ 実施機関

県警察及び海上保安部
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２ 交通規制の目的

（１）避難経路の確保

（２）緊急通行車両及び船舶の通行路の確保

（３）危険区域への立入禁止等

（４）海上交通安全の確保

３ 交通規制の方法

（１）避難経路の確保

市長の避難勧告及び指示に基づき、住民が安全かつ円滑に避難できるように道路を確保し、

一般車両等の通行を禁止又は制限する等の必要な措置を講じる。

（２）緊急通行車両の通行路の確保

災害応急対策用緊急輸送車両等が、安全かつ迅速に運行できるよう通行路の確保を行うと

ともに、一般車両の通行を禁止又は制限する等の措置を講じる。

（３）災害現場付近の混雑緩和

災害によって生ずる幹線道路の障害の程度に応じ、必要な箇所に検問所を設置し、緊急通

行車両の円滑な通行を図るほか、一般車両の迂回誘導等を行う。

（４）海上交通安全の確保

海上の交通安全を確保するため、海上交通の輻輳が予想される海域においては、必要に応

じて船舶交通の整理、指導を行う。

また、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。

４ 交通規制の広報

交通規制を実施した場合は、報道機関、日本道路情報センター及び交通情報板等を通じ、規制

の区域又は区間及び迂回路等を広報するほか、立て看板、案内図等を掲出し、交通規制の内容に

ついて周知徹底を図る。

５ 緊急通行車両の確認

緊急通行車両の確認は、県地域防災計画の定めを準用する。

第７節 救出・救急医療対策計画

災害現場における災害により負傷した者を救出、救護し又は行方不明者を捜索し、人的被害の防止

と軽減を図るものとする。

１ 救出応急対策

（１）実施機関

特定事業者、市消防局、県警察及び海上保安部がそれぞれ協力して行う。
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（２）救出を必要とする場合は、次のとおりとする。

ア 火災又は爆発現場に取り残された場合

イ 地震等により倒壊建物の下敷きになった場合

ウ 水害等により孤立し、あるいは流された場合

エ 毒ガス発生等により救出を必要とする場合

オ その他

（３）特定事業所の措置

ア 特定事業所の自衛防災組織又は共同防災組織の要員は、災害発生後、ただちに被災者の救

出作業に従事する。

イ 特定事業者は、消防機関の救助隊到着後は、消防機関の指揮下で被災者の救出作業に従事

する。

ウ 消防機関は警察官、海上保安官、自衛隊員と連携して被災者の救出作業に従事する。

（４）市消防局、県警察及び海上保安部

ア 救出活動及び負傷者の搬送

イ 医療機関（医療班）との連絡調整

ウ その他災害の状況に応じた措置

（５）防災関係機関の措置

ア 市は、当該市の救助力のみでは救出活動に支障が生じると判断した場合は、県に対し、隣

接市町、自衛隊等の応援を求める。

イ 県は、被害状況及び救出活動の状況を把握し、被災市への救出活動の応援を必要と認めた

場合、又は市から救出活動の応援要請があった場合は、他の市町、自衛隊等に対し応援を要

請する。

２ 救急医療対策

（１） 実施機関

ア 特定事業者は、速やかに救急医療搬送活動を行う。

イ 災害現場における救急医療活動は、市長の要請により、公立病院、日赤静岡県支部及び医

師会等の協力に基づき行う。

ウ 救急搬送は、消防長及び市長の要請により、県、日赤静岡県支部及び自衛隊が協力して行

う。

（２）救急医療活動の分担

ア 負傷者等の応急手当及び救急搬送は、市及び医療機関並びに特定事業者が相互に協力して

行う。

イ 負傷者等の収容施設の手配準備等については、市において行う。

ウ 当該市地域内の医療機関で措置できない負傷者等があり、陸上搬送が困難な場合又は速や

かに専門医療機関へ搬送する必要がある場合は、県の防災ヘリコプター、自衛隊等のヘリコ

プターにより空輸する。
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（３）特定事業者の措置

ア 救急医療活動

イ 救急医療が必要な場合の市長に対する連絡

ウ 医療機関への協力

エ 日赤静岡県支部への協力

オ その他

（４）防災関係機関の措置

ア 市

（ア）市所管の医療機関による医療班の編成

（イ）現地救護所の設置

（ウ）市地域内の医療機関に対する出動要請

（エ）負傷者等の収容施設の手配

（オ）日赤静岡県支部及び医師会に対する応援要請

（カ）知事に対する自衛隊の派遣要請の要求

（キ）その他災害の規模に応じた必要な装置

イ 市消防局

（ア）負傷者の搬送

（イ）その他災害の規模に応じた必要な措置

ウ 医療機関

（ア）市長の要請に基づく医療班の現地出動

（イ）負傷者の応急手当及び搬送

（ウ）負傷者等の収容施設への受入れ

（エ）その他災害の規模に応じた必要な措置

エ 県

（ア）静岡県立病院機構、災害拠点病院、日赤静岡県支部及び医師会に対する応援要請

（イ）県立病院、災害拠点病院等への収容

（ウ）その他災害の規模に応じた必要な措置

オ その他の防災関係機関

その他の防災関係機関は、この計画の定めるところにより、防災本部と連携を密にして応

急対策を実施する。

第８節 防災資機材調達・輸送計画

災害が発生し、応急対策に要する防災資機材等の不足をきたした場合、又はそのおそれがある場合、

防災関係機関等は迅速に資機材等の調達及び輸送を行い、応急対策の万全を図るものとする。
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１ 実施機関

（１）災害時における資機材等の調達輸送は、それぞれ災害応急対策を実施する機関が自ら又は協

定等に基づき行う。

（２）災害応急対策実施機関において資機材等の調達及び輸送が困難なときは、他の防災関係機関

等の応援を求めて実施する。

２ 調達手続

資機材を調達する場合は、調達先に対して次の事項を明らかにして行う。

（１）災害の状況及び調達理由

（２）必要とする資機材等の名称及び数量

（３）輸送方法及び区間

（４）その他必要な事項

３ 輸送力の確保

（１）輸送方法

次の方法のうち、資機材等の種類及び災害状況等を総合的に判断して、最も適切な方法によ

る。

ア トラック等による輸送

イ 船舶による輸送

ウ 航空機による輸送

（２）車両の確保

実施機関が所有するトラック等の車両による輸送の確保ができないときには、次の車両につ

いて、借上げ等の措置を講じる。

ア 公共機関及び公共団体の車両

イ 運送業者等所有の車両

ウ 中部運輸局静岡運輸支局に対する陸上輸送措置のあっせん又は調整の要請

エ その他の自家用車両

（３）船舶の確保

ア 海上保安部所属船艇の出動要請

イ 中部運輸局に対する海上輸送措置のあっせん又は調整の要請

ウ 公共機関及び公共的団体が所有する船舶による輸送の協力要請

（４）自衛隊災害派遣による輸送力の確保
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第９節 応援要請計画

防災関係機関及び特定事業者は、大規模な災害が発生した場合において、特に必要があると認める

ときは次により応援を要請し、災害の拡大防止に努めるものとする。

ただし、救出応援要請については第７節に、自衛隊災害派遣要請については、静岡県地域防災計画

によるものとする。（資料第１－６「自衛隊派遣要請計画」参照）

１ 要請者

（１）相互応援協定締結市町に対する応援要請

市長

（２）消防庁に対する緊急消防援助隊の応援要請

知事

（３）指定行政機関、指定地方行政機関（特定地方行政機関を除く。）、公共的機関、公共的団体及

び防災上重要な施設管理者に対する応援要請

知事又は市長

２ 応援要請

応援要請は、次の事項を明らかにして、文書、口頭又は電話等により行う。

（１）災害の状況及び応援を要請する理由

（２）応援を必要とする資機材等の品名及び数量

（３）応援を必要とする職種人員

（４）応援を必要とする期間

（５）応援を必要とする場所

（６）応援を必要とする活動内容

（７）その他必要な事項

３ 防災本部への報告

応援要請を行った市長及び特定事業者は、応援要請先及び要請の内容を速やかに防災本部長へ

報告する。
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第８章 災害復旧計画

特別防災区域に係る災害発生施設の応急復旧及び並行して実施する公共施設の災害応急復旧につい

て、速やかな実施及び早期の完了を図るものとする。

第１節 災害復旧の基本方針

特別防災区域に係る災害が発生した特定事業者等及び特別防災区域に係る災害により被災した公共

施設の管理者は、必要な災害応急措置を講じるとともに、単に原形復旧にとどまらず、被害の再発を

防止するため必要な施設の改良等を積極的に行い、関連事業とも調整を図りながら災害復旧の効果が

十分発揮できるよう考慮する。

第２節 公共施設等の災害復旧

１ ライフライン等の災害応急対策

住民生活及び産業活動に重要な影響を及ぼす電気、ガス、水道及び電話通信回線等のライフラ

イン、並びに救援物資、応急復旧資材の輸送を確保するための道路、港湾等の機能の早期回復を

図るため、関係機関は速やかに災害応急復旧工事を施工するほか、その他の公共施設についても、

その緊急度に応じて可能な限り早期復旧に努める。

２ 災害復旧事業

石油コンビナート等防災計画に関連する主要な災害復旧事業は次のとおり。

（１）電力災害復旧事業

（２）ガス災害復旧事業

（３）水道災害復旧事業（上水道、工業用水道）

（４）公共土木施設災害復旧事業

ア 河川災害復旧事業

イ 道路災害復旧事業

ウ 港湾災害復旧事業

（５）都市災害復旧事業

（６）住宅災害復旧事業

（７）その他の災害復旧事業

第３節 コンビナート施設等の災害復旧

１ 防災関係機関

防災関係機関は、特定事業者等が行う災害復旧対策が円滑に行えるよう資機材の調達あっせん

及び被災施設の復旧、改良に係る指導、助言に努める。
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２ 特定事業者

特定事業者等は、災害復旧に必要な資機材の確保に努めるほか、被災施設の復旧にあたっては、

再発を防止するため被害状況の検証を行い、災害に強い施設づくりに努める。


